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愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。
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愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則
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（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職

知事の事

務部局

本庁 部長、局長、えひめブランド推進統括

監、部付、技術監、参事、課長、室長、

副参事、技幹、医監、危機管理監、環境

技術専門監、原子力安全対策推進監、高

速道路推進監、主席工事検査専門員、課

長補佐、室長補佐、技術課長補佐、技術

室長補佐、所長、秘書、医幹、主幹

、検査班長、工事検査専門員、換地

指導専門員、用地補償審査専門員、課

付、専門員、隊長、船長、機関長、係

長、担当係長、副隊長、隊員、主任、主

任主事、主事、技師、技術主任、技能主

任、主任守衛、主任業務員、主任技術

員、主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

地方機

関

局長、支局長、所長、部長、センター

長、次長、保健統括監、建設技術監、部

付、所付、事務局長、副所長、医監、参

事、課長、室長、校長、教頭、園長、副

園長、副校長、副参事、技幹、課長補

佐、室長補佐、業務課長、技術課長補

佐、技術室長補佐、主幹、支所長、寮

長、地域政策班長、納税班長、滞納処分

専門員、児童指導専門員、工事検査専門

員、主席普及指導員、研究員、課付、医

幹、事務局次長、教授、企画工事検査専

門員、専門員、児童福祉司、身体障害者

福祉司、知的障害者福祉司、用地補償審

査専門員、主任教官、船長、機関長、分

校長、主任研究員、看護部長、係長、科

長、准教授、助教授、担当係長、主任、

主任判定員、特別研究員、教務主任、医

長、副医長、看護長、教官、主任主事、

主任技師、主事、技師、技術主任、技能

主任、主任守衛、主任業務員、主任技術

員、主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職

知事の事

務部局

本庁 部長、局長、えひめブランド推進統括

監、部付、技術監、参事、課長、室長、

副参事、技幹、医監、危機管理監、環境

技術専門監、原子力安全対策推進監、高

速道路推進監、主席工事検査専門員、課

長補佐、室長補佐、技術課長補佐、技術

室長補佐、所長、秘書、医幹、構造改革

班長、検査班長、工事検査専門員、換地

指導専門員、用地補償審査専門員、課

付、専門員、隊長、船長、機関長、係

長、担当係長、副隊長、隊員、主任、主

任主事、主事、技師、技術主任、技能主

任、主任守衛、主任業務員、主任技術

員、主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

地方機

関

局長、支局長、所長、部長、センター

長、次長、保健統括監、建設技術監、部

付、所付、事務局長、副所長、医監、参

事、課長、室長、校長、教頭、園長、副

園長、副校長、副参事、技幹、課長補

佐、室長補佐、業務課長、技術課長補

佐、技術室長補佐、主幹、支所長、寮

長、地域政策班長、納税班長、滞納処分

専門員、児童指導専門員、工事検査専門

員、主席普及指導員、研究員、課付、医

幹、事務局次長、教授、企画工事検査専

門員、専門員、児童福祉司、身体障害者

福祉司、知的障害者福祉司、用地補償審

査専門員、主任教官、船長、機関長、分

校長、主任研究員、看護部長、係長、科

長、准教授、助教授、担当係長、主任、

主任判定員、特別研究員、教務主任、医

長、副医長、看護長、教官、主任主事、

主任技師、主事、技師、技術主任、技能

主任、主任守衛、主任業務員、主任技術

員、主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

省略

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

２６９



�愛媛県規則第１９号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

総務

部

管理局 総務管理課、人事課、市町振興課、私学

文書課

行財政改革

局

財政課、行革分権課、税務課

企画

振興

部

管理局 総合政策課、秘書課、広報広聴課、統計

課

地域振興局 地域政策課、交通対策課、情報政策課、

文化・スポーツ振興課、国体準備課

省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略

農産園芸課 担い手・農地保全対策室

省略

（幹事課共通の所掌事務）

第６条 幹事課（総務管理課、総合政策課、県民生活課、保健福祉

課、産業政策課、農政課、土木管理課及び会計課をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる事務を所掌する。

�～� 省略

２ 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２ 省略

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

総務

部

管理局 総務管理課、人事課、財政課、税務課

新行政推進

局

市町振興課、私学文書課、行政システム

改革課

企画

情報

部

管理局 企画調整課、交通対策課、統計課、情報

政策課

秘書広報局 秘書課、広報広聴課

省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略

農産園芸課 担い手対策推進室

省略

（幹事課共通の所掌事務）

第６条 幹事課（総務管理課、企画調整課、県民生活課、保健福祉

課、産業政策課、農政課、土木管理課及び会計課をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる事務を所掌する。

�～� 省略

２ 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２ 省略

３ 財政課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県議会に関すること。

� 県の予算及び県経済に関すること。

� 地方交付税（県分）に関すること。

� 地方債（県分）に関すること。

� 当せん金附証票の発売に関すること。

� 財政基盤強化積立金に関すること。

４ 税務課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県税及び地方法人特別税の賦課徴収に関すること。

� 県税及び地方法人特別税に伴う諸収入金に関すること。

� 県税及び地方法人特別税の納税奨励に関すること。

� 都道府県税及び地方法人特別税の徴収処分の嘱託及び受託に

関すること。

� 地方譲与税に関すること。

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

２７０



３ 市町振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 県及び市町の連携の推進に関すること。

� 省略

� 市町村合併 に関すること。

� 省略

４ 省略

５ 財政課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県議会に関すること。

� 県の予算及び県経済に関すること。

� 地方交付税（県分）に関すること。

	 地方債（県分）に関すること。


 当せん金附証票の発売に関すること。

� 財政基盤強化積立金に関すること。

６ 行革分権課 の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 知事会に関すること。

 四国４県連携の推進に関すること。

� 広域自治体の在り方に関すること。

� 地方行政連絡会議に関すること。

７ 税務課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県税及び地方法人特別税の賦課徴収に関すること。

� 県税及び地方法人特別税に伴う諸収入金に関すること。

� 県税及び地方法人特別税の納税奨励に関すること。

	 都道府県税及び地方法人特別税の徴収処分の嘱託及び受託に

関すること。


 地方譲与税に関すること。

� 県税の市町に対する交付金に関すること。

� 県税オンラインシステムの管理に関すること。

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

	 隣接県との県際交流に関すること。


 省略

� 省略

� 特命事項の処理に関すること。

� 県税の市町に対する交付金に関すること。

� 県税オンラインシステムの管理に関すること。

５ 市町振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 地域振興に関すること。

� 離島、過疎地域及び半島の振興に関すること。

� 地方拠点都市地域の整備促進に関すること。

� 市町村合併の推進に関すること。

� 省略

６ 省略

７ 行政システム改革課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（企画情報部各課の所掌事務）

第８条 企画調整課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

� 省略

� 国立大学及び国立高等専門学校に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 省略

	 南予地域活性化の総括に関すること。


 省略

� 省略

� 省略

� 四国４県連携、地域連携軸構想その他広域連携の推進に関す

ること。

� 地方行政連絡会議に関すること。

� 知事会に関すること。

� 広域自治体の在り方に関すること。

� 科学技術の振興に関すること。
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２ 秘書課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

３ 広報広聴課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 情報公開に関する事務の総括に関すること。

� 個人情報保護に関する事務の総括に関すること。

� 知事の資産等の公開に関すること。

� 行政資料室に関すること。

� 情報提供に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

４ 統計課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 国勢調査に関すること。

	 統計に関すること（他の主管に属するものを除く。）。


 統計資料の刊行及び整備に関すること。

５ 地域政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 地域振興に関すること。

	 規制緩和に関する事務の総括に関すること。


 国立大学及び国立高等専門学校に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 科学技術の振興に関すること。

� 知的財産に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 南予地域活性化の総括に関すること。

� 離島、過疎地域及び半島の振興に関すること。

� 知的財産に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

 規制緩和に関する事務の総括に関すること。

２ 交通対策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 総合交通対策の総合企画、総合調整及び推進に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

	 太平洋新国土軸構想の推進に関すること。


 航空に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 空港及び空港周辺地域の整備促進に関すること。

� 松山空港地域活性化構想の推進に関すること。

� 鉄道、海上交通運輸その他交通運輸に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

３ 統計課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 国勢調査に関すること。

	 統計に関すること（他の主管に属するものを除く。）。


 統計資料の刊行及び整備に関すること。

４ 情報政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 高度情報化対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

と。

	 テレトピア構想等地域情報化施策の推進に関すること。


 行政情報ネットワークシステムに関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 情報スーパーハイウェイに関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

� 総合行政ネットワークに関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 電子申請システムに関すること。

� 文書管理・電子決裁システムに関すること。

� 電子署名に係る認証業務に関すること。
はん

� 汎用コンピュータシステムの運用、管理及び利用の促進に関

すること（他の主管に属するものを除く。）。

５ 秘書課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 特命事項の処理に関すること。

６ 広報広聴課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略
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� 地方拠点都市地域の整備促進に関すること。

６ 交通対策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 総合交通対策の総合企画、総合調整及び推進に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

� 太平洋新国土軸構想の推進に関すること。

� 航空に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 空港及び空港周辺地域の整備促進に関すること。

� 松山空港地域活性化構想の推進に関すること。

� 鉄道、海上交通運輸その他交通運輸に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

７ 情報政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 高度情報化対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

と。

� テレトピア構想等地域情報化施策の推進に関すること。

� 行政情報ネットワークシステムに関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 情報スーパーハイウェイに関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

� 総合行政ネットワークに関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 電子申請システムに関すること。

� 文書管理・電子決裁システムに関すること。

� 電子署名に係る認証業務に関すること。

	 汎用コンピュータシステムの運用、管理及び利用の促進に関

すること（他の主管に属するものを除く。）。

８ 文化・スポーツ振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 文化施設及び武道館の管理に関すること。

� 愛媛県文化・スポーツ賞に関すること。

� 文化事業の支援に関すること。

� 文化関係表彰に関すること。

� 文化団体の支援及び育成に関すること。

� 文化事業の推進に関すること。

� 県民総合文化祭の運営に関すること。

� プロスポーツの振興に関すること。

	 スポーツ立県の推進に関すること。


 スポーツ振興計画に関すること。

� レクリエーションの普及及び振興に関すること。

９ 国体準備課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 第７２回国民体育大会愛媛県準備委員会に関すること。

� 第７２回国民体育大会の競技施設に関すること。

� 第７２回国民体育大会の関係機関等との連絡調整に関するこ

と。

� その他第７２回国民体育大会の開催準備に関すること。

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２ 省略

３ 県民活動推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２ 省略

３ 県民活動推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 情報公開に関する事務の総括に関すること。

	 個人情報保護に関する事務の総括に関すること。


 知事の資産等の公開に関すること。

� 行政資料室に関すること。

� 情報提供に関すること（他の主管に属するものを除く。）。
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４～９ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１６号から第１９号までの事務は、担い手・農地保

全対策室が所掌する。

�～� 省略

� 鳥獣害防止対策に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 省略

６～１１ 省略

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 省略

３ 総務部、企画振興部、保健福祉部、経済労働部及び土木部に部

付を置く。

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 室に室長及び室長補佐（農産園芸課担い手・農地保全対策室、

土木管理課技術企画室及び建築住宅課営繕室にあつては、技術室

長補佐とする。）を置く。

４ 省略

５ 省略

（必要に応じて置く職員）

第１８条 前条に定めるもののほか、課に、必要に応じ次の職員を置

く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（地方局各部の所掌事務）

第２３条 総務企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 市町村合併 に関すること。

�～� 省略

 文化の振興に関すること。

� スポーツの振興に関すること。

� 省略

� 省略

２～４ 省略

（職員）

第２４条 省略

４～９ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１６号から第１９号までの事務は、担い手対策推進

室 が所掌する。

�～� 省略

� 農作物鳥獣害防止対策に関すること。

� 省略

６～１１ 省略

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 省略

３ 総務部、企画振興部、保健福祉部、経済労働部及び土木部に部

付を置く。

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 室に室長及び室長補佐（農業経営課担い手対策推進室 、

土木管理課技術企画室及び建築住宅課営繕室にあつては、技術室

長補佐とする。）を置く。

４ 省略

５ 幹事課（会計課を除く。）に構造改革班長を置く。

６ 省略

（必要に応じて置く職員）

第１８条 前条に定めるもののほか、課に、必要に応じ次の職員を置

く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

２ 省略

（地方局各部の所掌事務）

第２３条 総務企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 市町村合併の推進に関すること。

�～� 省略

 省略

� 省略

２～４ 省略

（職員）

第２４条 省略
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２ 地方局及びその出先機関に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

（保健所）

第２７条 省略

２・３ 省略

４ 保健所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

� 省略

（食肉衛生検査センター）

第２８条 省略

２ 省略

３ 食肉衛生検査センターに次の職員を置く。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（家畜保健衛生所）

第３０条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ当該中欄に

掲げる課及び当該右欄に掲げる係を置く。

愛媛県東予家畜保健衛生

所

指導課 畜産振興係、経営支援係

防疫課 大家畜係、中小家畜係

愛媛県中予家畜保健衛生

所

指導課 畜産振興係、経営支援係

防疫課 大家畜係、中小家畜係

愛媛県南予家畜保健衛生

所

指導課 畜産振興係、経営支援係

防疫課 大家畜係、中小家畜係

３ 家畜保健衛生所に次の支所を置き、今治支所に指導防疫係を、

宇和島支所に畜産振興係及び防疫係を置く。

省略

４・５ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課並びにそれぞれ当

該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科を置く。

省略

環境研究課 環境監視室 大気環境科、水質環境科

２ 地方局及びその出先機関に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（保健所）

第２７条 省略

２・３ 省略

４ 保健所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（食肉衛生検査センター）

第２８条 省略

２ 省略

３ 食肉衛生検査センターに次の支所を置く。

名称 位置 所管区域

愛媛県食肉衛生検査セ

ンター宇和島支所

宇和島

市

宇和島市、北宇和郡及び南

宇和郡

４ 食肉衛生検査センターに次の職員を置く。

�・� 省略

� 支所長

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

（家畜保健衛生所）

第３０条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ当該中欄に

掲げる課及び当該右欄に掲げる係を置く。

愛媛県東予家畜保健衛生

所

指導課 指導係

防疫課 防疫第一係・防疫第二係

愛媛県中予家畜保健衛生

所

指導課 指導係

防疫課 防疫第一係・防疫第二係

愛媛県南予家畜保健衛生

所

指導課 指導第一係・指導第二係

防疫課 防疫第一係・防疫第二係

３ 家畜保健衛生所に次の支所を置き、今治支所に指導防疫係を、

宇和島支所に指導係 及び防疫係を置く。

省略

４・５ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課並びにそれぞれ当

該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科を置く。

省略

環境研究課 環境監視室 大気環境科、水質環境科、環境監
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省略

３・４ 省略

（農林水産研究所）

第６４条 愛媛県農林水産研究所（以下「農林水産研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 第１１号から前号までに掲げるもののほか、畜産経営の改善に

関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 第１７号から前号までに掲げるもののほか、林業、森林及び緑

化に関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 第２９号から前号までに掲げるもののほか、水産振興に必要な

試験研究及び調査に関すること。

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画環境部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

省略

農業研究部

省略

省略

林業研究センター 省略

連携推進室

視科

省略

３・４ 省略

（農林水産研究所）

第６４条 愛媛県農林水産研究所（以下「農林水産研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 協同農業普及事業に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 第１２号から前号までに掲げるもののほか、畜産経営の改善に

関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 第１８号から前号までに掲げるもののほか、林業、森林及び緑

化に関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 省略

! 第３０号から前号までに掲げるもののほか、水産振興に必要な

試験研究及び調査に関すること。

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画環境部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

省略

農業研究部 普及情報室

省略

省略

林業研究センター 省略

普及情報室
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水産研究センター 省略

研究企画室

省略

省略

３・４ 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２ 省略

３ 東京事務所に、次の表の左欄に掲げる課及び当該右欄に掲げる

係を置く。

省略

産業振興課 産業立地係、観光物産振興係、えひめブラン

ド推進係

４・５ 省略

（大阪事務所）

第７９条 省略

２ 省略

３ 大阪事務所に次の係を置く。

� 産業立地係

� 観光物産振興係

� 省略

４・５ 省略

別表第１（第５条関係）

課 係

総務管理課 調整管理係 、自動車係、守衛係

省略

市町振興課 行政係、連携推進係、選挙係、財政係、税政

係、地域支援係

省略

行革分権課 行政改革係、分権改革係

税務課 直税係、自動車税係、税務調査係、オンライン

管理係

総合政策課 調整管理係、政策・予算係、企画係、広域政策

係、地域政策係、地域振興係

広報広聴課 広報係、報道係、広聴・相談係、情報公開係

統計課 省略

地域政策課 活力創出係、地域づくり支援係

交通対策課 交通企画係、航空振興係、空港対策係、交通運

輸係

省略

文化・スポ

ーツ振興課

管理係

水産研究センター 省略

普及情報室

省略

省略

３・４ 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２ 省略

３ 東京事務所に、次の表の左欄に掲げる課及び当該右欄に掲げる

係を置く。

省略

産業振興課 振興係 、えひめブラン

ド推進係

４・５ 省略

（大阪事務所）

第７９条 省略

２ 省略

３ 大阪事務所に次の係を置く。

� 振興係

� 省略

４・５ 省略

別表第１（第５条関係）

課 係

総務管理課 調整管理係、政策・予算係、自動車係、守衛係

省略

税務課 直税係、自動車税係、税務調査係、オンライン

管理係

市町振興課 行政係、連携推進係、選挙係、財政係、税政

係、地域支援係

省略

行政システ

ム改革課

システム改革係、経営改革係、行政改革係

企画調整課 調整管理係、政策・予算係、企画係、広域政策

係、地域政策係、地域振興係

交通対策課 交通企画係、航空振興係、空港対策係、交通運

輸係

統計課 省略

省略

広報広聴課 広報係、報道係、広聴・相談係
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国体準備課 総務・企画係、施設調整係、競技式典係

県民生活課 調整管理係 、表彰係、消費生活

係、生活対策係

省略

県民活動推

進課

ＮＰＯ・ボランティア係、青少年係

省略

保健福祉課 調整管理係 、企画係、生活保護

係

省略

産業政策課 調整管理係 、経済計画係、連携

支援係、貿易海運係

省略

省略

産業創出課 新事業支援係、新分野開拓係、技術振興係、産

学官連携係

省略

観光物産課 観光企画係、観光まちづくり係、県産品振興

係、イベント推進係

省略

農政課 調整管理係 、企画係、農村振興

係、農地調整係、国土調査係

省略

農産園芸課 管理係、普及指導係、生産指導係、研究企画

係、果樹係、米麦係、野菜・花き係、環境農業

係

担い手・

農地保全

対策室

農地活用係、鳥獣害対策係、担い手育成係、直

接支払係

省略

林業政策課 林業企画係、森林計画係、森林組合係、木材流

通戦略係、林道整備係、普及指導係

省略

土木管理課 調整管理係 、契約係、建設業係

省略

省略

砂防課 管理係、砂防係、傾斜地保全係

省略

道路維持課 道路管理係、道路保全係、道路安全係

省略

審査課 県費審査係、国費係、財務・旅費システム係

、旅費審査係

別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部 課 係

県民生活課 調整管理係、政策・予算係、表彰係、消費生活

係、生活対策係

省略

県民活動推

進課

ＮＰＯ・ボランティア係、青少年係、情報公開

係

省略

保健福祉課 調整管理係、政策・予算係、企画係、生活保護

係

省略

産業政策課 調整管理係、政策・予算係、経済計画係、連携

支援係、貿易海運係

省略

省略

産業創出課 新事業支援係、産業情報係 、技術振興係、産

学官連携係

省略

観光物産課 観光企画係、観光まちづくり係、県産品振興

係、イベント推進係

省略

農政課 調整管理係、政策・予算係、企画係、農村振興

係、農地調整係、国土調査係

省略

農産園芸課 管理係、普及指導係、生産指導係、研究企画

係、果樹係、米麦係、野菜・花き係、環境農業

係

担い手対

策推進室

農地活用係、鳥獣害対策係、担い手育成係、直

接支払係

省略

林業政策課 林業企画係、森林計画係、森林組合係、木材利

用推進係、林道整備係、普及指導係

省略

土木管理課 調整管理係、政策・予算係、契約係、建設業係

省略

省略

砂防課 管理係、砂防係、急傾斜係、地すべり係

省略

道路維持課 道路管理係、道路保全係、道路安全係、道路防

災係

省略

審査課 県費審査係、国費係、財務オンライン係、旅費

システム係、旅費審査係

別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部 課 係
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東予地

方局

総務企画

部

省略

課税課 事業税係

、自動車税係、軽油引取

税係

省略

省略

産業経済

部

産業振興課 省略

省略

地域農業

室

産地育成

室

果樹係、農産園芸係

農村整備課

企画検査

室

森林林業課

治山林道係

省略

今治支

局

省略

地域農業室 農業振興係

産地育成室 果樹係、農産園芸係

農村整備課

森林林業課

治山林道係

省略

建設部 省略

建築指導課 建築指導係

省略

中予地

方局

省略

産業経済

部

産業振興課 省略

省略

地域農業

室

産地育成

室

果樹係、農産園芸係

農村整備第

一課

企画検査

室

農村整備第

二課

東予地

方局

総務企画

部

省略

課税課 事業税係、不動産取得税

係、自動車税係、軽油引取

税係

省略

省略

産業経済

部

産業振興課 省略

省略

地域農業

室

地域営農係、担い手支援

係、新居地域担当係

産地育成

室

果樹係、農産園芸係、畜産

係

農村整備課 管理係、用地係、農地整備

係、農村環境係、農地防災

係

企画検査

室

調査計画係、団体指導第一

係、団体指導第二係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、

治山林道係

省略

今治支

局

省略

地域農業室 農業振興係、地域営農係、

担い手支援係

産地育成室 果樹係、農畜産係

農村整備課 用地事業係、農地整備係、

農村環境係、農地防災係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、

治山林道係

省略

建設部 省略

建築指導課 第一係、第二係

省略

中予地

方局

省略

産業経済

部

産業振興課 省略

省略

地域農業

室

地域営農係、担い手支援係

産地育成

室

果樹係、農産園芸係、畜産

係

農村整備第

一課

管理係、用地係、農地整備

係、農地防災第一係、農地

防災第二係

企画検査

室

調査計画係、団体指導係

農村整備第

二課

総合整備係、農村環境係
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森林林業課

治山林道係

久万高原森

林林業課 治山林道係

省略

省略

南予地

方局

総務企画

部

総務県民課 省略

消防防災

安全室

省略

省略

省略

産業経済

部

産業振興課 省略

省略

地域農業

室

産地育成

室

果樹係、農産園芸係

農村整備課

企画検査

室

森林林業課

治山林道係、山のみち整備

係

省略

八幡浜 省略

支局 地域農業室 農業振興係

産地育成室 果樹係、農産園芸係

農村整備第

一課

農村整備第

二課

森林林業課

治山林道係

省略

省略

別表第４（第２３条の３関係）

名称 位置 所管区域 所掌事務

東予地方局

四国中央土

木事務所

四国中

央市

四国中央市 第２３条第４項各号に掲

げる事務（同項第１１号

に掲げる事務のうち、

県営住宅の管理に関す

るものを除く。）

森林林業課 森づくり係、森林活用係、

治山林道係

久万高原森

林林業課

森づくり係、森林活用係、

治山林道係

省略

省略

南予地

方局

総務企画

部

総務県民課 省略

消防防災

安全室

交通保安係、消防防災係

省略

省略

省略

産業経済

部

産業振興課 省略

省略

地域農業

室

地域営農係、担い手支援係

産地育成

室

果樹係、農産園芸係、畜産

係

農村整備課 管理係、用地係、農地整備

係、農地防災係

企画検査

室

調査計画係、団体指導第一

係、団体指導第二係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、

治山林道係、山のみち整備

係

省略

八幡浜 省略

支局 地域農業室 農業振興係、地域営農係、

担い手支援係

産地育成室 果樹係、農産園芸係、畜産

係

農村整備第

一課

用地事業係、農地整備第一

係、農地整備第二係、農地

防災係

農村整備第

二課

総合整備第一係、総合整備

第二係、総合整備第三係、

農村環境係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、

治山林道係

省略

省略

別表第４（第２３条の３関係）

名称 位置 所管区域 所掌事務

東予地方局

四国中央土

木事務所

四国中

央市

四国中央市
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東予地方局

今治土木事

務所

今治市 今治市及び

越智郡

第２３条第４項各号に掲

げる事務

中予地方局

久万高原土

木事務所

上浮穴

郡久万

高原町

上浮穴郡 第２３条第４項各号に掲

げる事務

南予地方局

大洲土木事

務所

大洲市 大洲市及び

喜多郡

第２３条第４項第１号か

ら第１０号まで及び第１２

号から第１４号までに掲

げる事務

南予地方局

八幡浜土木

事務所

八幡浜

市

八幡浜市及

び西宇和郡

第２３条第４項各号に掲

げる事務

大洲市及び

喜多郡

第２３条第４項第１１号に

掲げる事務

南予地方局

西予土木事

務所

西予市 西予市 第２３条第４項各号に掲

げる事務

南予地方局

愛南土木事

務所

南宇和

郡愛南

町

南宇和郡 第２３条第４項各号に掲

げる事務

別表第５（第２３条の３関係）

土木事務所 課 係

省略

東予地方局今治土

木事務所

管理課 管理係、契約・建設業係

省略

省略

別表第７（第２７条関係）

保健所 課 係

四国中央保健

所

企画課

省略

省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられな

い限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられたものとする。

東予地方局

今治土木事

務所

今治市 今治市及び

越智郡

中予地方局

久万高原土

木事務所

上浮穴

郡久万

高原町

上浮穴郡

南予地方局

大洲土木事

務所

大洲市 大洲市及び

喜多郡 第２３条第４項各号に掲

げる事務

南予地方局

八幡浜土木

事務所

八幡浜

市

八幡浜市及

び西宇和郡

南予地方局

西予土木事

務所

西予市 西予市

南予地方局

愛南土木事

務所

南宇和

郡愛南

町

南宇和郡

別表第５（第２３条の３関係）

土木事務所 課 係

省略

東予地方局今治土

木事務所

管理課 管理係、契約・建設業係、

建築指導係

省略

省略

別表第７（第２７条関係）

保健所 課 係

四国中央保健

所

企画課 医療対策係

省略

省略

総務部新行政推進局市町振興課財政係長 総務部管理局市町振興課財政係長

総務部新行政推進局市町振興課財政係担当係長 総務部管理局市町振興課財政係担当係長

総務部新行政推進局市町振興課税政係長 総務部管理局市町振興課税政係長

総務部新行政推進局市町振興課 総務部管理局市町振興課

総務部新行政推進局私学文書課公益法人係長 総務部管理局私学文書課公益法人係長

総務部新行政推進局私学文書課 総務部管理局私学文書課

総務部管理局財政課財政改革グループ担当係長 総務部行財政改革局財政課財政改革グループ担当係長

総務部管理局財政課予算調整グループ担当係長 総務部行財政改革局財政課予算調整グループ担当係長
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総務部管理局財政課財源調整グループ担当係長 総務部行財政改革局財政課財源調整グループ担当係長

総務部管理局財政課 総務部行財政改革局財政課

総務部新行政推進局行政システム改革課行政改革係長 総務部行財政改革局行革分権課行政改革係長

総務部新行政推進局行政システム改革課 総務部行財政改革局行革分権課

総務部管理局税務課付 総務部行財政改革局税務課付

総務部管理局税務課直税係長 総務部行財政改革局税務課直税係長

総務部管理局税務課直税係担当係長 総務部行財政改革局税務課直税係担当係長

総務部管理局税務課税務調査係長 総務部行財政改革局税務課税務調査係長

総務部管理局税務課税務調査係担当係長 総務部行財政改革局税務課税務調査係担当係長

総務部管理局税務課 総務部行財政改革局税務課

企画情報部秘書広報局秘書課文辞担当担当係長 企画振興部管理局秘書課文辞担当担当係長

企画情報部秘書広報局秘書課 企画振興部管理局秘書課

企画情報部秘書広報局広報広聴課広報係長 企画振興部管理局広報広聴課広報係長

企画情報部秘書広報局広報広聴課報道係長 企画振興部管理局広報広聴課報道係長

企画情報部秘書広報局広報広聴課 企画振興部管理局広報広聴課

企画情報部管理局統計課人口統計係長 企画振興部管理局統計課人口統計係長

企画情報部管理局統計課人口統計係担当係長 企画振興部管理局統計課人口統計係担当係長

企画情報部管理局統計課経済統計係長 企画振興部管理局統計課経済統計係長

企画情報部管理局統計課生活統計係長 企画振興部管理局統計課生活統計係長

企画情報部管理局統計課 企画振興部管理局統計課

企画情報部管理局交通対策課航空振興係長 企画振興部地域振興局交通対策課航空振興係長

企画情報部管理局交通対策課空港対策係長 企画振興部地域振興局交通対策課空港対策係長

企画情報部管理局交通対策課交通運輸係長 企画振興部地域振興局交通対策課交通運輸係長

企画情報部管理局交通対策課 企画振興部地域振興局交通対策課

企画情報部管理局情報政策課情報企画係担当係長 企画振興部地域振興局情報政策課情報企画係担当係長

企画情報部管理局情報政策課行政情報化係担当係長 企画振興部地域振興局情報政策課行政情報化係担当係長

企画情報部管理局情報政策課電子申請推進係長 企画振興部地域振興局情報政策課電子申請推進係長

企画情報部管理局情報政策課管理係長 企画振興部地域振興局情報政策課管理係長

企画情報部管理局情報政策課システム運用グループ担当係長 企画振興部地域振興局情報政策課システム運用グループ担当係長

企画情報部管理局情報政策課 企画振興部地域振興局情報政策課

農林水産部農業振興局農産園芸課担い手対策推進室農地活用係長 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室農地活

用係長

農林水産部農業振興局農産園芸課担い手対策推進室直接支払係長 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室直接支

払係長

農林水産部森林局林業政策課木材利用推進係長 農林水産部森林局林業政策課木材流通戦略係長

東予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域担当グループ担

当係長

東予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手・営農支援グ

ループ担当係長

東予地方局東予家畜保健衛生所指導課指導係長 東予地方局東予家畜保健衛生所指導課畜産振興係長

東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課防疫第一係長 東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課大家畜係長

東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課防疫第二係長 東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課中小家畜係長

東予地方局産業経済部今治支局地域農業室地域担当グループ担当

係長

東予地方局産業経済部今治支局地域農業室担い手・営農支援グル

ープ担当係長

中予地方局中予家畜保健衛生所指導課指導係長 中予地方局中予家畜保健衛生所指導課畜産振興係長

中予地方局中予家畜保健衛生所防疫課防疫第二係長 中予地方局中予家畜保健衛生所防疫課中小家畜係長
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�愛媛県規則第２０号
組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（県税証紙及び始動票札の買受け等）

第５条 省略

２～５ 省略

６ 指定金融機関は、県税証紙等の代金を領収したときは、直ちに

県税証紙・始動票札売却代金払込書（第２３号様式）により払込み

をするとともに、当該払込みをした代金に係る県税証紙・始動票

札買受申請書及び県税証紙売りさばき高調書を総務部行財政改革

局税務課長に送付しなければならない。

（愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則の一部改正）

第２条 愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則（昭和３９年愛媛県規則第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第４２条 省略

（履行延期の特約等に関する権限の地方局長への委任）

第４２条の２ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の保護費に係る

返還及び徴収に関する債権については、前条に規定する知事の権

限を、所轄の地方局長に委任する。この場合において、同条中

「知事」とあるのは「地方局長」と読み替えるものとし、第４条

の規定は、適用しないものとする。

（愛媛県建築計画概要書等閲覧規則の一部改正）

第３条 愛媛県建築計画概要書等閲覧規則（昭和４７年愛媛県規則第６１号）を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表（第２条関係）

１～３ 省略

４ 省略

５ 省略

（県税証紙及び始動票札の買受け等）

第５条 省略

２～５ 省略

６ 指定金融機関は、県税証紙等の代金を領収したときは、直ちに

県税証紙・始動票札売却代金払込書（第２３号様式）により払込み

をするとともに、当該払込みをした代金に係る県税証紙・始動票

札買受申請書及び県税証紙売りさばき高調書を総務部管理局税務

課長 に送付しなければならない。

第４２条 省略

別表（第２条関係）

１～３ 省略

４ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

５ 省略

６ 省略

南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域担当グループ担

当係長

南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手・営農支援グ

ループ担当係長

南予地方局南予家畜保健衛生所防疫課防疫第一係長 南予地方局南予家畜保健衛生所防疫課大家畜係長

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

��������������
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（愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則の一部改正）

第４条 愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則（平成１１年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（閲覧場所）

第４条 書面の閲覧場所は、次のとおりとする。

� 省略

� 令第１７４条の４９の３３第２項の規定による閲覧 愛媛県総務部

行財政改革局行革分権課

（愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正）

第５条 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則（平成１７年愛媛県規則第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（庶務）

第５条 審査会の庶務は、企画振興部管理局広報広聴課 におい

て処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第２１号
愛媛県スポーツ振興審議会規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県スポーツ振興審議会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県スポーツ振興審議会条例（昭和３７年愛媛県条例第６号）第４条の規定に基づき、愛媛県スポーツ振興審議会

（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（調査審議等事項）

第２条 審議会が調査審議し、及び知事に建議する事項は、次に掲げるとおりとする。

� スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

� スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

� スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

� スポーツの団体の育成に関すること。

� スポーツによる事故の防止に関すること。

� スポーツの技術水準の向上に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

（会長及び副会長）

第３条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第５条 審議会の庶務は、企画振興部地域振興局文化・スポーツ振興課において処理する。

（閲覧場所）

第４条 書面の閲覧場所は、次のとおりとする。

� 省略

� 令第１７４条の４９の３３第２項の規定による閲覧 愛媛県総務部

新行政推進局行政システム改革課

（庶務）

第５条 審査会の庶務は、県民環境部管理局県民活動推進課におい

て処理する。

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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（雑則）

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第２２号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

名称 職業訓練

の種類

訓練課程 訓練科 訓練

定員

訓練

期間

名称 職業訓練

の種類

訓練課程 訓練科 訓練

定員

訓練

期間

愛媛県立新

居浜高等技

術専門校

普通職業

訓練

省略 愛媛県立新

居浜高等技

術専門校

普通職業

訓練

省略

短期課程 溶接エンジニ

ア科

２０人 １年 短期課程 溶接エンジニ

ア科

３０人 １年

１０人 ６月

省略 省略

愛媛県立松

山高等技術

専門校

普通職業

訓練

普通課程 省略 愛媛県立松

山高等技術

専門校

普通職業

訓練

普通課程 省略

短期課程 販売実務科 ２０人 ６月

ＯＡ実務科 １０人 １年

愛媛県立宇

和島高等技

術専門校

普通職業

訓練

短期課程 省略 愛媛県立宇

和島高等技

術専門校

普通職業

訓練

短期課程 省略

アパレルビジ

ネス科

１０人 １０月 ソーイングオ

ペレーション

科

１０人 ９月

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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�愛媛県規則第２３号
愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県中小企業高度化資金貸付規則（昭和３１年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条―第５条関係） 別表第２（第３条―第５条関係）

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付対象施

設

貸付金の

金額

利率 償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付対象施

設

貸付金の

金額

利率 償

還

期

間

据

置

期

間
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１ 経

営革

新計

画承

認グ

ルー

プ資

金

経営革新

計画承認グ

ループ事業

を実施する

中小企業者

等（中小企

業の新たな

事業活動の

促進に関す

る法律（平

成１１年法律

第１８号。以

下「中小企

業新事業活

動促進法」

という。）

第９条第１

項に規定す

る中小企業

者 等 を い

う。）

経営革新

計画承認グ

ループ事業

の用に供す

る土地、建

物（関連施

設を含む。

以 下 同

じ。）、構

築物（関連

施 設 を 含

む。以下同

じ。）又は

設備

貸付対

象者が貸

付対象施

設を取得

し、造成

し、又は

整備する

のに必要

な 資 金

（以 下

「整備資

金」とい

う。）の

１００分 の

８０（災害

復旧貸付

及び緊急

健康被害

等防止貸

付につい

て は、

１００分 の

９０）以内

年１．

０５パー

セ ン

ト。た

だし、

次のい

ずれか

に該当

する場

合は、

無利子

と す

る。

省

略

１ 経

営革

新計

画承

認グ

ルー

プ資

金

経営革新

計画承認グ

ループ事業

を実施する

中小企業者

等（中小企

業の新たな

事業活動の

促進に関す

る法律（平

成１１年法律

第１８号。以

下「中小企

業新事業活

動促進法」

という。）

第９条第１

項に規定す

る中小企業

者 等 を い

う。）

経営革新

計画承認グ

ループ事業

の用に供す

る土地、建

物（関連施

設を含む。

以 下 同

じ。）、構

築物（関連

施 設 を 含

む。以下同

じ。）又は

設備

貸付対

象者が貸

付対象施

設を取得

し、造成

し、又は

整備する

のに必要

な 資 金

（以 下

「整備資

金」とい

う。）の

１００分 の

８０（災害

復旧貸付

及び緊急

健康被害

等防止貸

付につい

て は、

１００分 の

９０）以内

年１．

１０パー

セ ン

ト。た

だし、

次のい

ずれか

に該当

する場

合は、

無利子

と す

る。

省

略

ア～ウ

省略

ア～ウ

省略

２ 省

略

２ 省

略

３ 下

請振

興事

業計

画承

認グ

ルー

プ資

金

下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

する特定下

請 組 合 等

（下請中小

企業振興法

（昭和４５年

法律第１４５

号）第５条

第１項に規

定する特定

下請組合等

をいう。）

下請振興

事業計画承

認グループ

事業の用に

供 す る 土

地、建物、

構築物又は

設備

整備資

金 の１００

分 の８０

（災害復

旧貸付及

び緊急健

康被害等

防止貸付

について

は、１００

分の９０）

以内

年１．

０５パー

セ ン

ト。た

だし、

次のい

ずれか

に該当

する場

合は、

無利子

と す

る。

省

略

３ 下

請振

興事

業計

画承

認グ

ルー

プ資

金

下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

する特定下

請 組 合 等

（下請中小

企業振興法

（昭和４５年

法律第１４５

号）第５条

第１項に規

定する特定

下請組合等

をいう。）

下請振興

事業計画承

認グループ

事業の用に

供 す る 土

地、建物、

構築物又は

設備

整備資

金 の１００

分 の８０

（災害復

旧貸付及

び緊急健

康被害等

防止貸付

について

は、１００

分の９０）

以内

年１．

１０パー

セ ン

ト。た

だし、

次のい

ずれか

に該当

する場

合は、

無利子

と す

る。

省

略

ア～ウ

省略

ア～ウ

省略

４～１２

省略

４～１２

省略

別表第４（第３条―第５条関係） 別表第４（第３条―第５条関係）

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付対象施

設

貸付金の

金額

利率 償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付対象施

設

貸付金の

金額

利率 償

還

期

間

据

置

期

間

１ 地

域産

業創

造基

特 定 会

社、一般社

団法人等、

商工会等又

地域産業

創造基盤整

備活性化事

業の用に供

整備資

金 の１００

分 の８０

（災害復

年１．

０５パー

セント

省

略

１ 地

域産

業創

造基

特 定 会

社、一般社

団法人等、

商工会等又

地域産業

創造基盤整

備活性化事

業の用に供

整備資

金 の１００

分 の８０

（災害復

年１．

１０パー

セント

省

略

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

２８６



附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成２３年度分の貸付金から適用し、平成２２年度分以前の貸付金については、な

お従前の例による。

��������������
�愛媛県規則第２４号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１０

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１１号から第１８号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�・� 省略

� 総務部行財政改革局税務課税務調査係長

� 企画振興部管理局広報広聴課情報公開係長

�～� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 現金取

扱員一 省略

二 中予地方局建設部管理課貿易港管理係の職員並

びに東予地方局産業経済部今治支局産地育成室、

中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室及び

南予地方局産業経済部産業振興課産地育成室の技

術普及グループ担当係長

三～六 省略

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１０

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１１号から第１８号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�・� 省略

� 総務部管理局税務課税務調査係長

� 県民環境部管理局県民活動推進課情報公開係長

�～� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 現金取

扱員一 省略

二 中予地方局建設部管理課貿易港管理係の職員並

びに東予地方局産業経済部今治支局地域農業室、

中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室及び

南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室の技

術普及グループ担当係長

三～六 省略

盤整

備活

性化

資金

は市町（地

域産業創造

基盤整備事

業を行つた

も の に 限

る。）

する土地、

建物、構築

物又は設備

旧貸付及

び緊急健

康被害等

防止貸付

について

は１００分

の９０）以

内

盤整

備活

性化

資金

は市町（地

域産業創造

基盤整備事

業を行つた

も の に 限

る。）

する土地、

建物、構築

物又は設備

旧貸付及

び緊急健

康被害等

防止貸付

について

は１００分

の９０）以

内

２ 省

略

２ 省

略

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

２８７



省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 総務部行財政改革局税務課税務調査係長に委任させる事務

は、本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課が

インターネットを利用して行う公売に係る公売保証金及び買受

代金の収納及び保管に関すること。

� 企画振興部管理局広報広聴課情報公開係長 に委任させる

事務は、本庁各課に属する会計事務のうち、行政資料管理規程

（昭和４６年２月訓第１２７号）第２条に規定する行政資料のう

ち、有償頒布行政資料に指定されたものの販売代金の収納及び

保管に関すること。

�～� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部管理局用地

課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付に係

るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

出納員 会計事務

企画振興部管理局広報広聴課情報公開係長 省略

省略

２ 省略

（前金払）

第５９条 前金払をすることができる経費は、令第１６３条第１号から

第７号まで及び令附則第７条に規定するもののほか、次の各号に

掲げるものとする。

� 有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２条第

１項に規定する有線テレビジョン放送の役務の料金

� 省略

	 省略

２ 省略

（入札保証金に代わる担保）

第１３６条 令第１６７条の７第２項の規定により入札保証金の納付にか

えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとす

る。

�～� 省略

� 契約担当者が確実と認める金融機関の保証

２ 前項の規定による担保の価値は、同項第１号 の債券にあ

つては額面金額とし、同項第２号及び第３号の債券にあつては額

面金額（発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格）の１０分

の８をもつて換算した額とし、同項第４号の小切手にあつては券

面金額とし、同項第５号の保証にあつてはその保証する金額とす

る。

（入札保証金の免除）

第１３７条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者が次の各号の

いずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を

免除することができる。

� 省略

� 契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保

省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 総務部管理局税務課税務調査係長 に委任させる事務

は、本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課が

インターネットを利用して行う公売に係る公売保証金及び買受

代金の収納及び保管に関すること。

� 県民環境部管理局県民活動推進課情報公開係長に委任させる

事務は、本庁各課に属する会計事務のうち、行政資料管理規程

（昭和４６年２月訓第１２７号）第２条に規定する行政資料のう

ち、有償頒布行政資料に指定されたものの販売代金の収納及び

保管に関すること。

�～� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部管理局用地

課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付に係

るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

出納員 会計事務

県民環境部管理局県民活動推進課情報公開係長 省略

省略

２ 省略

（前金払）

第５９条 前金払をすることができる経費は、令第１６３条第１号から

第７号まで及び令附則第７条に規定するもののほか、次の各号に

掲げるものとする。

� 省略

� 省略

２ 省略

（入札保証金に代わる担保）

第１３６条 令第１６７条の７第２項の規定により入札保証金の納付にか

えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとす

る。

�～� 省略

２ 前項の規定による担保の価値は、第１号及び第４号の債券にあ

つては額面金額とし、第２号 及び第３号の債券にあつては額

面金額（発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格）の１０分

の８をもつて換算した額とし、同項第４号の小切手にあつては券

面金額とし、同項第５号の保証にあつてはその保証する金額とす

る。

（入札保証金の免除）

第１３７条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者が次の各号の

いずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を

免除することができる。

� 省略

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号
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証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に

規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）との

間に契約保証の予約を行つたとき。

� 省略

（契約保証金に代わる担保）

第１５３条 令第１６７条の１６第２項において準用する令第１６７条の７第

２項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることがで

きる担保は、次に掲げるものとする。

� 第１３６条第１項第１号から第３号まで及び第５号に掲げるも

の

�

保証事業会社の保証

２ 省略

３ 第１項第２号 の規定による担保の価値は、その保証

する金額とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第２５号
地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員

を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な

職員を定める規則の一部を改正する規則

（地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則の一部改正）

第１条 地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則の一部改正）

第２条 地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則（昭和４６年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長 、事務局長、

事務局次長及び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病

院及び県立新居浜病院の総務課長及び総務課長補佐

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長 、事務局長、

事務局次長及び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病

院及び県立新居浜病院の総務課長及び総務課長補佐

� 省略

（契約保証金に代わる担保）

第１５３条 令第１６７条の１６第２項において準用する令第１６７条の７第

２項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることがで

きる担保は、次に掲げるものとする。

� 第１３６条第１項第１号から第３号まで及び第５号に掲げるも

の

� 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

� 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４

号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証

２ 省略

３ 第１項第２号及び第３号の規定による担保の価値は、その保証

する金額とする。

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長、経営統括監、事務局長、

事務局次長及び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病

院及び県立新居浜病院の総務課長及び総務課長補佐

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 病院の院長、副院長、センター長、経営統括監、事務局長、

事務局次長及び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病

院及び県立新居浜病院の総務課長及び総務課長補佐

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第４５２号
愛媛県行政改革・地方分権推進委員会規程（平成２３年３月愛媛県告示第３７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、総務部行財政改革局行革分権課

において処理する。

��������������
�愛媛県告示第４５３号
愛媛県知事の資産等報告書等の閲覧に関する要綱（平成７年１２月愛媛県告示第１６０３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（閲覧場所）

第２条 規則第１０条第２項の知事が指定する場所は、愛媛県企画振

興部管理局広報広聴課 内とする。

��������������
�愛媛県告示第４５４号
愛媛県情報公開条例第３５条第１項の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１２号）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�・� 省略

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団（昭和４９年１２月２５日に財

団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された法人

をいう。）

� 財団法人愛媛県文化振興財団（昭和５５年１２月２６日に財団法人

愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をいう。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、総務部新行政推進局行政システム改革課

において処理する。

（閲覧場所）

第２条 規則第１０条第２項の知事が指定する場所は、愛媛県県民環

境部管理局県民活動推進課内とする。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

告 示

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

��������������
�愛媛県告示第４５５号
愛媛県個人情報保護条例第５条の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１３号）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�・� 省略

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団（昭和４９年１２月２５日に財

団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された法人

をいう。）

	 財団法人愛媛県文化振興財団（昭和５５年１２月２６日に財団法人

愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をいう。）


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

��������������
�愛媛県告示第４５６号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所
試験等の名称 開示する内容

省略

海外派遣農業

研修生選考

学力試験の得

点

選考発表の

日から１月

間

農林水産部農業

振興局農産園芸

課担い手・農地

保全対策室

省略

農業機械利用

技能者技能検

定試験

学科試験の得

点及び実技試

験の合否

合格発表の

日から１月

間

農林水産部農業

振興局農産園芸

課担い手・農地

保全対策室

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

�・� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所
試験等の名称 開示する内容

省略

海外派遣農業

研修生選考

学力試験の得

点

選考発表の

日から１月

間

農林水産部農業

振興局農産園芸

課担い手対策推

進室

省略

農業機械利用

技能者技能検

定試験

学科試験の得

点及び実技試

験の合否

合格発表の

日から１月

間

農林水産部農業

振興局農産園芸

課

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

２９１



省略

�������
�愛媛県告示第４５７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� ア 免許番号 宇区第２５９号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域。

基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産研究セン

ター前の護岸の北東端角に設置された金属鋲

点 ア Ａから０度４１分０３秒９２０メートルの点

イ Ａから３５０度５３分５２秒１，１０２メートルの点

ウ Ａから３５８度３５分４６秒１，２２７メートルの点

エ Ａから８度２０分３１秒１，０７０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 燧特区第１１２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 のり養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 西条市玉津地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域。ただし、エオ、オカ、カキ、キク、クケ、ケコ、

コサ及びサエの８直線によって囲まれた区域とソタ、タ

チ、チツ及びツソの４直線によって囲まれた区域を除く。

基点 Ａ 西条市船屋住友金属鉱山埋立地護岸東端か

ら護岸沿い西へ５０メートルの標識

Ｂ 西条市西ひうち（２号地）専用護岸東端の

海上保安庁水路部側点から護岸沿い西へ３５８

メートルの標識

点 ア Ａから今治市宮窪町美濃島西端見通し８６０

メートルの点

イ Ａから今治市宮窪町美濃島西端見通し２，９６０

メートルの点

ウ Ｂから今治市宮窪町美濃島西端見通し３，０２０

メートルの点

エ Ｂから今治市宮窪町美濃島西端見通し６２０

メートルの点

オ エから７３度１５分８０５メートルの点

カ オから３０７度４５分３１０メートルの点

キ ウから７８度２０分３８０メートルの点

ク ウから７８度２０分１８０メートルの点

ケ シから３５１度２８０メートルの点

コ ケから２０８度３０分２６０メートルの点

サ コから２５３度３０分２２８メートルの点

シ エから７３度１５分３８５メートルの点

ス Ｂから今治市宮窪町美濃島西端見通し９６０

メートルの点

セ Ｂから今治市宮窪町美濃島西端見通し１，６４０

メートルの点

ソ スから７３度１５分１，４５０メートルの点

タ スから７３度１５分２，０３０メートルの点

チ セから７８度２０分１，９６０メートルの点

ツ セから７８度２０分１，３８０メートルの点

ウ 地元地区 西条市玉津

エ 制限又は条件

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 操業にあたっては水底電線に支障を及ぼしてはならな

い。

� ア 免許番号 燧特区第１１３号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
かき垂下式養殖

業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西条市玉津地先

� 漁場の区域

ウエ、エオ、オカ及びカウの４直線によって囲まれた

区域。

基点 Ａ 西条市西ひうち（２号地）専用護岸東端の

海上保安庁水路部側点から護岸沿い西へ３５８

メートルの標識

点 ア Ａから今治市宮窪町美濃島西端見通し９６０

メートルの点

イ Ａから今治市宮窪町美濃島西端見通し１，６４０

メートルの点

ウ アから７３度１５分１，４５０メートルの点

省略

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号
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エ アから７３度１５分２，０３０メートルの点

オ イから７８度２０分１，９６０メートルの点

カ イから７８度２０分１，３８０メートルの点

ウ 地元地区 西条市玉津

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
真珠貝垂下式養

殖業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によっ

て囲まれた区域。

基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産研究セン

ター前の護岸の北東端角に設置された金属鋲

点 ア Ａから８９度４０分２２秒２４８メートルの点

イ Ａから３２９度５８分４２秒４７１メートルの点

ウ Ａから３５０度３０分１４秒５５４メートルの点

エ Ａから３４０度０４分５３秒７１８メートルの点

オ Ａから１５度１４分１５秒１，２７７メートルの点

カ Ａから４８度１０分０８秒１，１４５メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９３号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業

真珠貝垂下式・

とさかのり養殖

業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域。

基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産研究セン

ター前の護岸の北東端角に設置された金属鋲

点 ア Ａから３２９度５８分４２秒４７１メートルの点

イ Ａから３２４度０３分４３秒６６２メートルの点

ウ Ａから３４０度０４分５３秒７１８メートルの点

エ Ａから３５０度３０分１４秒５５４メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

２ 免許予定日

平成２３年７月１日

３ 申請期間

平成２３年４月１日から平成２３年５月３１日まで

４ 存続期間

平成２３年７月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第４５８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

三机加入区 大江志津小島加入区

�������
�愛媛県告示第４５９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１９年４月愛媛県告示第１８４９号）による保険

に付すべき義務は、平成２３年３月３１日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

三机加入区 大江志津小島加入区

�������
�愛媛県告示第４６０号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第７号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を

次のとおり定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

３ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池、二級河川崩口川水系崩口川

及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと連接

して一体を成す内水面

４ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

５ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

６ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面
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�愛媛県告示第４６１号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（前金払）

第１２条 省略

２ 省略

３ 契約担当者から契約を締結する旨の通知を受けた者は、契約保

証金の納付に代えて規則第１５３条第１項第２号の規定による担保

を提供しようとする場合は、当該通知を受けた後直ちに工事請負

代金一部前払額決定申請書を契約担当者に提出し、前金払の額の

決定を受けなければならない。この場合においては、前項の規定

は、適用しない。

��������������
�愛媛県告示第４６２号
県営住宅駐車場及び駐車場使用料の額（平成２０年３月愛媛県告示第５１３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 県営住宅駐車場の位置及び１平方メートル当たりの駐車場使用

料の額（愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１２条の１０第１項第２

号に規定する管理事務費を除いた額をいう。以下同じ。）

名 称 位 置
駐車場使用料

（月額）

有 料 化

開始年度

省略

省略

三町団地 省略

東予団地 西条市国安 � 舗装され

ている区画

６６円

� 舗装され

ていない区

画 ３４円

平成２３年度

２～４ 省略

（前金払）

第１２条 省略

２ 省略

３ 契約担当者から契約を締結する旨の通知を受けた者は、契約保

証金の納付に代えて規則第１５３条第１項第３号の規定による担保

を提供しようとする場合は、当該通知を受けた後直ちに工事請負

代金一部前払額決定申請書を契約担当者に提出し、前金払の額の

決定を受けなければならない。この場合においては、前項の規定

は、適用しない。

１ 県営住宅駐車場の位置及び１平方メートル当たりの駐車場使用

料の額（愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１２条の１０第１項第２

号に規定する管理事務費を除いた額をいう。以下同じ。）

名 称 位 置
駐車場使用料

（月額）

有 料 化

開始年度

省略

省略

三町団地 省略

２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（局長）

第４条 省略

２ 行財政改革局長、地域振興局長、防災局長、環境局長、健康衛

生局長、生きがい推進局長、産業支援局長、観光国際局長、農業

振興局長、森林局長、水産局長、河川港湾局長及び道路都市局長

は、上司の命を受け、それぞれ行財政改革局、地域振興局、防災

局、環境局、健康衛生局、生きがい推進局、産業支援局、観光国

際局、農業振興局、森林局、水産局、河川港湾局及び道路都市局

の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

（主幹）

第２１条 主幹 は、上司の命を受け、グループの事務を掌理

し、当該グループに属する職員を指揮監督する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県訓令第３号

庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者 代決者

第１次代決者 第２次代決者

知事の権

限に属す

る事務

省略

課長 原子力安全対策推

進監（担任事務に

限る。）、高速道

路推進監（担任事

務に限る。）、課

省略

（局長）

第４条 省略

２ 新行政推進局長、秘書広報局長、防災局長、環境局長、健康衛

生局長、生きがい推進局長、産業支援局長、観光国際局長、農業

振興局長、森林局長、水産局長、河川港湾局長及び道路都市局長

は、上司の命を受け、それぞれ新行政推進局、秘書広報局、防災

局、環境局、健康衛生局、生きがい推進局、産業支援局、観光国

際局、農業振興局、森林局、水産局、河川港湾局及び道路都市局

の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

（構造改革班長）

第２１条 構造改革班長は、上司の命を受け、財政構造改革の推進に

関する事務を処理する 。

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者 代決者

第１次代決者 第２次代決者

知事の権

限に属す

る事務

省略

課長 原子力安全対策推

進監（担任事務に

限る。）、高速道

路推進監（担任事

務に限る。）、課

省略

訓 令

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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長補佐、技術課長

補佐、主幹（担任

事務に限る。）又

は所長

省略

省略

２ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

長補佐、技術課長

補佐、所長又は構

造改革班長（担任

事務に限る。）

省略

省略

２ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

財

政

課

１ 地方

自治法

の施行

に関す

る事務

１ 県議会に関すること。

� 県議会の招集（第１０１

条）

○

� 県議会に対する議案の

送付（第１４９条）

○

� 県議会議決事項の告示

又は報告

○

� 議決予算の総務大臣へ

の報告及び公表（第２１９

条）

○

２ 起債に関すること（第

２３０条）。

○

３ 一時借入金の決定（第

２３５条の３）

○

４ 財政状況の作成及び公表

（第２４３条の３）

○

２ 地方

交付税

法の施

行に関

する事

務

１ 交付税の算定資料の提出

（第５条）

○

２ 交付税の額に関する審査

の申立て（第１８条）

○

３ 愛媛

県予算

の編成

及び執

行に関

する規

則の施

行に関

する事

務

１ 予算執行計画の承認（第

８条）

○

２ 歳出予算の配当（第９

条）

○

３ 予備費の充当の決定（第

１４条）

○

４ 地方自治法第２１８条第４

項による弾力条項適用の決

定（第１５条）

○

５ 継続費の逓次繰越しの承

認（第１８条）

○

６ 明許繰越し及び事故繰越

しの決定（第１９条）

○
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４ 地方

公共団

体の財

政の健

全化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 健全化判断比率及び資金

不足比率の公表（第３条第

１項、第２２条第１項）

○

２ 健全化判断比率及び資金

不足比率の総務大臣への報

告（第３条第３項、第２２条

第３項）

○

５ 当せ

ん金付

証票法

の施行

に関す

る事務

１ 当せん金付証票発売限度

額の決定（第４条）

○

６ その

他

１ 財務諸報告に関するこ

と。

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

税

務

課

１ 県税

及び地

方法人

特別税

の賦課

徴収に

関する

事務

１ 核燃料税の課税標準額又

は税額の更正又は決定（地

方税法（以下この部におい

て「法」という。）第２７６

条）

○

２ 大規模償却資産に対する

固定資産税の決定（法第

７４０条から第７４５条まで、愛

媛県県税賦課徴収条例（以

下この部において「条例」

という。）第５７条から第５９

条まで）

○

３ 災害等による期限の延長

（条例第８条第１項）

○

４ 申告等義務違反に関する

過料を科すること（条例第

８７条）。

○

５ 地方法人特別税に関する

総務大臣への報告（地方法

人特別税等に関する暫定措

置 法 第２０条 第１項、第２

項）

○

２ 地方

譲与税

の調定

決議に

関する

事務

１ 地方法人特別譲与税、地

方揮発油譲与税、石油ガス

譲与税、地方道路譲与税及

び航空機燃料譲与税の調定

決議

○
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組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１～１６

省略

３ 市町

村交付

金等に

関する

事務

１ 利子割の交付（地方税法

（以下この部において

「法」という。）第７１条の

２６第１項）

○

２ 配当割の交付（法第７１条

の４７第１項）

○

３ 株式等譲渡所得割の交付

（法第７１条の６７第１項）

○

４ 地方消費税に係る徴収取

扱費の支払（法第７２条の

１１３第１項、法附則第９条

の１４第１項）

○

５ 地方消費税の清算（法第

７２条の１１４第１項、第２

項、法附則第９条の１５）

○

６ 地方消費税の交付（法第

７２条の１１５第１項、法附則

第９条の１５）

○

７ ゴルフ場利用税の交付

（法第１０３条）

○

８ 自動車取得税の交付（法

第１４３条第１項）

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１～１６

省略

１７ 地域

総合整

備資金

の貸付

けに関

する事

務

１ 地域振興民間能力活用事

業計画の策定及び貸付対象

事業の認定等（愛媛県地域

総合整備資金貸付要綱（平

成元年１０月６日制定。以下

この部において「要綱」と

いう。）第３条、第１０条第

２項）

○

２ 貸付金の繰上償還の決定

（要綱第１３条）

○

３ 貸付けの決定及び取消し

（要綱第１５条第１項から第

３項 ま で、第５項、第６

項）

○

４ 事業内容の変更の承認

（要綱第１５条第４項）

○

５ 貸付対象事業の完了届の

受理（要綱第１８条）

○

６ 貸付対象施設の状況等の

調査及び報告の徴収等（要

綱第１９条）

○
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７ 貸付対象施設の変更又は

処分の承認（要綱第２０条）

○

８ 貸付けに係る支出事務、

徴収事務等の委託（要綱第

２２条）

○

９ 市町の貸付けに係る意見

具申（愛媛県地域総合整備

資金貸付制度取扱要領第１０

の３）

○

１８ 多極

分散型

国土形

成促進

法の施

行に関

する事

務

１ 振興拠点地域基本構想の

作成及び協議（第７条第１

項）

○

２ 関係市町に対する協議

（第７条第４項、第１０条第

２項）

○

３ 振興拠点地域基本構想の

公表（第８条第３項、第１０

条第２項）

○

４ 振興拠点地域基本構想の

変更及び変更協議（第１０条

第１項）

○

１９ 離島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び

変更（第４条第１項、第６

項、第１０項）

○

２ 離島振興計画案の提出の

要求（第４条第４項、第１０

項）

○

２０ 過疎

地域自

立促進

特別措

置法の

施行に

関する

事務

１ 過疎地域自立促進方針の

作成（第５条）

○

２ 過疎地域自立促進市町村

計画の作成及び変更につい

ての協議（第６条第４項、

第７項）

○

３ 過疎地域自立促進県計画

の作成（第７条第１項、第

４項）

○

４ 過疎地域自立促進県計画

の変更（第７条第１項、第

４項、第５項）

○

２１ 半島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 半島振興対策実施地域の

指定の申請（第２条第１

項）

○

２ 関係市町長に対する協議

（第２条第２項、第３条第

３項、第５項）

○

３ 半島振興計画の作成及び

協議（第３条第１項）

○

４ 半島振興計画の変更及び

変更協議（第３条第１項、

第５項）

○
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１７ 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

私

学

文

書

課

１～１０

省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

財

政

課

１ 地方

自治法

の施行

に関す

る事務

１ 県議会に関すること。

� 県議会の招集（第１０１

条）

○

� 県議会に対する議案の

送付（第１４９条）

○

２２ 防災

のため

の集団

移転促

進事業

に係る

国の財

政上の

特別措

置等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 市町の集団移転促進事業

計画に関する意見の申出等

（第３条）

○

２ 市町の集団移転促進事業

の実施に関する助言、指導

等（第９条）

○

２３ 地方

拠点都

市地域

の整備

及び産

業業務

施設の

再配置

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 地方拠点都市地域の指

定、変更及び解除（第４条

第１項、第４項、第５条）

○

２ 主務大臣に対する協議

（第４条第２項、第５条第

２項）

○

３ 関係市町に対する協議

（第４条第３項、第５条第

２項）

○

４ 基本計画の同意及び変更

の同意（第６条第１項、第

７項、第７条）

○

２４ 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

私

学

文

書

課

１～１０

省略
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� 県議会議決事項の告示

又は報告

○

� 議決予算の総務大臣へ

の報告及び公表（第２１９

条）

○

２ 起債に関すること（第

２３０条）。

○

３ 一時借入金の決定（第

２３５条の３）

○

４ 財政状況の作成及び公表

（第２４３条の３）

○

２ 地方

交付税

法の施

行に関

する事

務

１ 交付税の算定資料の提出

（第５条）

○

２ 交付税の額に関する審査

の申立て（第１８条）

○

３ 愛媛

県予算

の編成

及び執

行に関

する規

則の施

行に関

する事

務

１ 予算執行計画の承認（第

８条）

○

２ 歳出予算の配当（第９

条）

○

３ 予備費の充当の決定（第

１４条）

○

４ 地方自治法第２１８条第４

項による弾力条項適用の決

定（第１５条）

○

５ 継続費の逓次繰越しの承

認（第１８条）

○

６ 明許繰越し及び事故繰越

しの決定（第１９条）

○

４ 地方

公共団

体の財

政の健

全化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 健全化判断比率及び資金

不足比率の公表（第３条第

１項、第２２条第１項）

○

２ 健全化判断比率及び資金

不足比率の総務大臣への報

告（第３条第３項、第２２条

第３項）

○

５ 当せ

ん金付

証票法

の施行

に関す

る事務

１ 当せん金付証票発売限度

額の決定（第４条）

○

６ その

他

１ 財務諸報告に関するこ

と。

○
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組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

行

革

分

権

課

１～１１

省略

１２ 知事

会に関

する事

務

１ 全国知事会に関するこ

と。

○

２ 四国知事会に関するこ

と。

○

１３ 四国

４県連

携の推

進に関

する事

務

１ 四国４県連携の推進に関

すること。

○

１４ 広域

自治体

の在り

方に関

する事

務

１ 広域自治体の在り方に関

すること。

○

１５ 地方

行政連

絡会議

法の施

行に関

する事

務

１ 四国地方行政連絡会議に

関すること。

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

税

務

課

１ 県税

及び地

方法人

特別税

の賦課

徴収に

関する

事務

１ 核燃料税の課税標準額又

は税額の更正又は決定（地

方税法（以下この部におい

て「法」という。）第２７６

条）

○

２ 大規模償却資産に対する

固定資産税の決定（法第

７４０条から第７４５条まで、愛

媛県県税賦課徴収条例（以

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

行

政

シ

ス

テ

ム

改

革

課

１～１１

省略
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下この部において「条例」

という。）第５７条から第５９

条まで）

３ 災害等による期限の延長

（条例第８条第１項）

○

４ 申告等義務違反に関する

過料を科すること（条例第

８７条）。

○

５ 地方法人特別税に関する

総務大臣への報告（地方法

人特別税等に関する暫定措

置 法 第２０条 第１項、第２

項）

○

２ 地方

譲与税

の調定

決議に

関する

事務

１ 地方法人特別譲与税、地

方揮発油譲与税、石油ガス

譲与税、地方道路譲与税及

び航空機燃料譲与税の調定

決議

○

３ 市町

村交付

金等に

関する

事務

１ 利子割の交付（地方税法

（以下この部において

「法」という。）第７１条の

２６第１項）

○

２ 配当割の交付（法第７１条

の４７第１項）

○

３ 株式等譲渡所得割の交付

（法第７１条の６７第１項）

○

４ 地方消費税に係る徴収取

扱費の支払（法第７２条の

１１３第１項、法附則第９条

の１４第１項）

○

５ 地方消費税の清算（法第

７２条の１１４第１項、第２

項、法附則第９条の１５）

○

６ 地方消費税の交付（法第

７２条の１１５第１項、法附則

第９条の１５）

○

７ ゴルフ場利用税の交付

（法第１０３条）

○

８ 自動車取得税の交付（法

第１４３条第１項）

○

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

総 １ 省略

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

企 １ 省略
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合

政

策

課

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

画

調

整

課

２ 国立

大学及

び国立

高等専

門学校

に関す

る事務

１ 国立大学及び国立高等専

門学校に関すること。

○

３ 広域

連携に

関する

事務

１ 四国４県連携の推進 ○

２ 地域連携軸構想の推進 ○

３ その他広域連携に関する

こと。

○

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 地方

行政連

絡会議

法の施

行に関

する事

務

１ 四国地方行政連絡会議に

関すること。

○

９ 知事

会に関

する事

務

１ 全国知事会に関するこ

と。

○

２ 四国知事会に関するこ

と。

○

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 広域

自治体

の在り

方に関

する事

務

１ 広域自治体の在り方に関

すること。

○

１４ 科学

技術の

振興に

関する

事務

１ 科学技術振興指針の策定

及び変更

○

２ 科学技術振興会議に関す

ること。

○

３ 県立試験研究機関の評価

に関する事務の総括に関す

ること。

○

４ その他科学技術の振興に

関すること。

○

１５ 規制

緩和に

関する

事務の

１ 規制緩和に係る総合調整

に関すること。

○
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総括に

関する

事務

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

交

通

対

策

課

１ 総合

交通対

策の総

合企画、

総合調

整及び

推進に

関する

事務

１ 総合交通対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ 総合交通計画の策定 ○

２ 太平

洋新国

土軸構

想の推

進に関

する事

務

１ 太平洋新国土軸構想の推

進

○

２ 豊予海峡ルートの建設推

進

○

３ 航空

に関す

る事務

１ 航空網の整備充実に関す

ること。

○

４ 空港

及び空

港周辺

地域の

整備推

進に関

する事

務

１ 空港の整備推進に関する

こと。

� 拡張整備の推進 ○

２ 空港周辺地域の整備推進

に関すること。

○

５ 松山

空港地

域活性

化構想

の推進

に関す

る事務

１ 松山空港地域活性化構想

に関すること。

� 実施計画の策定及び変

更

○

� 実施計画に基づく施策

の推進

○

２ 松山空港地域活性化推進

協議会に関すること。

○

６ 鉄道、

海上交

通運輸

その他

交通運

輸に関

１ 新幹線鉄道の推進及び鉄

道網の整備推進

○

２ 海上交通運輸その他交通

運輸に関すること。

○

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

３０５



する事

務

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

統

計

課

１ 統計

法の施

行に関

する事

務

１ 調査区の設定及び修正

（第１６条、統計法施行令

（以下この部において「政

令」という。）第４条第１

項）

○

２ 統計調査員の任免（第１４

条、第１６条、政令第４条第

１項）

○

３ 資料の提出の要求及び立

入検査（第１５条第１項、第

１６条、政令第４条第１項）

○

４ 調査票その他関係書類の

提出（第１６条、政令第４条

第１項）

○

５ 統計調査実施に伴う関係

機関との協調（第３０条）

○

６ 調査票情報等の利用（第

２７条 第２項、第３３条 第１

号）

○

７ 届出を要する統計調査の

進達（第２４条第１項）

○

８ 調査票の配布、取集、審

査及び集計

○

９ 統計事務の指導 ○

１０ 統計調査員の指揮監督 ○

１１ 一般統計調査の受託 ○

２ 愛媛

県統計

調査条

例の施

行に関

する事

務

１ 県基幹統計調査の指定及

び解除（第２条第２項、第

３条第１項）

○

３ 統計

功労者

の表彰

に関す

る事務

１ 統計功労者の表彰 ○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長
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情

報

政

策

課

１ 高度

情報化

対策の

総合企

画、総

合調整

及び推

進に関

する事

務

１ 高度情報化対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ テレ

トピア

構想等

地域情

報化の

推進に

関する

事務

１ 推進計画の策定 ○

２ 推進体制の整備に関する

こと。

○

３ 行政

情報ネ

ットワ

ークシ

ステム

に関す

る事務

１ 行政情報ネットワークシ

ステムの開発

○

２ 行政情報ネットワークシ

ステムの管理及び運用

○

３ 行政情報ネットワークシ

ステムの安全対策

○

４ 情報

スーパ

ーハイ

ウェイ

に関す

る事務

１ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの開

発

○

２ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの管

理及び運用

○

３ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの利

用促進

○

４ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの安

全対策

○

５ 地方

自治情

報セン

ターに

関する

事務

１ 地方自治情報センターと

の連絡協調

○

６ 総合

行政ネ

ットワ

ークに

関する

事務

１ 総合行政ネットワークへ

の接続に関すること。

○

２ 総合行政ネットワークの

管理及び運用に関するこ

と。

○
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７ 電子

申請シ

ステム

に関す

る事務

１ 電子申請システムの構築

に関すること。

○

２ 電子申請システムの管理

及び運用に関すること。

○

８ 文書

管理・

電子決

裁シス

テムに

関する

事務

１ 文書管理・電子決裁シス

テムの構築に関すること。

○

２ 文書管理・電子決裁シス

テムの管理及び運用に関す

ること。

○

９ 電子

署名に

係る地

方公共

団体の

認証業

務に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 署名検証者に関するこ

と。

� 失効情報等の提供に係

る取決めの締結（第１７条

第４項）

○

� 報告の徴収（第５６条第

２項）

○

２ 認証業務情報に関するこ

と。

� 安全確保措置（第２０条

第１項）

○

� 自己の認証業務情報の

開示等（第２９条第２項、

第３０条第２項）

○

� 自己の認証業務情報の

訂正等の請求の処理（第

３１条）

○

３ 指定認証機関に関するこ

と。

� 認証事務の委任及び委

任の解除（第３４条第１

項、第５０条）

○

� 電子証明書の発行手数

料及び失効情報の情報提

供手数料を収受させるこ

との決定並びにそれらの

額の承認（第３４条第４項

から第６項まで）

○

� 指示（第４６条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検

査（第４７条第２項）

○

４ 運用規程の作成等（第５７

条）

○

はん

１０ 汎用

コンピ

ュータ

システ

ムに関

はん

１ 汎用コンピュータの機種

決定

○

はん

２ 汎用コンピュータシステ

ムの管理及び運用

○

３ 汎用コンピュータシステ ○

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

３０８



組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

広

報

広

聴

課

１～４

省略

５ 情報

公開に

関する

事務の

総括に

関する

事務

１ 情報公開制度の決定に関

すること。

○

２ 情報公開制度についての

連絡調整に関すること。

○

３ 情報公開制度の広報に関

すること。

○

４ 情報公開制度に係る職員

の意識啓発に関すること。

○

５ その他情報公開の実施に

関すること。

○

６ 個人

情報保

護に関

する事

務の総

括に関

する事

務

１ 個人情報保護制度の決定

に関すること。

○

２ 個人情報保護制度につい

ての連絡調整に関するこ

と。

○

３ 個人情報保護制度の広報

に関すること。

○

４ 個人情報保護制度に係る

職員の意識啓発に関するこ

と。

○

５ 住民の支援に関すること

（個人情報の保護に関する

法律第１２条）。

○

６ その他個人情報保護の実

施に関すること。

○

７ 知事

の資産

等の公

開に関

する事

務

１ 知事の資産等公開制度の

決定に関すること。

○

２ その他知事の資産等公開

制度の実施に関すること。

○

８ 行政

資料室

に関す

る事務

１ 行政資料室の管理運営に

関すること。

○

９ 情報

提供に

関する

事務

１ 情報提供施策の企画及び

推進に関すること。

○

２ 情報提供の実施に関する

こと。

○

する事

務

ムの利用の推進

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

広

報

広

聴

課

１～４

省略
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組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

統

計

課

１ 統計

法の施

行に関

する事

務

１ 調査区の設定及び修正

（第１６条、統計法施行令

（以下この部において「政

令」という。）第４条第１

項）

○

２ 統計調査員の任免（第１４

条、第１６条、政令第４条第

１項）

○

３ 資料の提出の要求及び立

入検査（第１５条第１項、第

１６条、政令第４条第１項）

○

４ 調査票その他関係書類の

提出（第１６条、政令第４条

第１項）

○

５ 統計調査実施に伴う関係

機関との協調（第３０条）

○

６ 調査票情報等の利用（第

２７条 第２項、第３３条 第１

号）

○

７ 届出を要する統計調査の

進達（第２４条第１項）

○

８ 調査票の配布、取集、審

査及び集計

○

９ 統計事務の指導 ○

１０ 統計調査員の指揮監督 ○

１１ 一般統計調査の受託 ○

２ 愛媛

県統計

調査条

例の施

行に関

する事

務

１ 県基幹統計調査の指定及

び解除（第２条第２項、第

３条第１項）

○

３ 統計

功労者

の表彰

に関す

る事務

１ 統計功労者の表彰 ○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

地

域

１ 地域

振興に

１ 地域振興の企画及び調整

に関すること。

○
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政

策

課

関する

事務

２ 規制

緩和に

関する

事務の

総括に

関する

事務

１ 規制緩和に関する事務の

総括に関すること。

○

３ 国立

大学及

び国立

高等専

門学校

に関す

る事務

１ 国立大学及び国立高等専

門学校に関すること。

○

４ 科学

技術の

振興に

関する

事務

１ 科学技術振興指針の策定

及び変更

○

２ 科学技術振興会議に関す

ること。

○

３ 県立試験研究機関の評価

に関する事務の総括に関す

ること。

○

４ その他科学技術の振興に

関すること。

○

５ 地域

総合整

備資金

の貸付

けに関

する事

務

１ 地域振興民間能力活用事

業計画の策定及び貸付対象

事業の認定等（愛媛県地域

総合整備資金貸付要綱（平

成元年１０月６日制定。以下

この部において「要綱」と

いう。）第３条、第１０条第

２項）

○

２ 貸付金の繰上償還の決定

（要綱第１３条）

○

３ 貸付けの決定及び取消し

（要綱第１５条第１項から第

３項 ま で、第５項、第６

項）

○

４ 事業内容の変更の承認

（要綱第１５条第４項）

○

５ 貸付対象事業の完了届の

受理（要綱第１８条）

○

６ 貸付対象施設の状況等の

調査及び報告の徴収等（要

綱第１９条）

○

７ 貸付対象施設の変更又は

処分の承認（要綱第２０条）

○

８ 貸付けに係る支出事務、

徴収事務等の委託（要綱第

２２条）

○
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９ 市町の貸付けに係る意見

具申（愛媛県地域総合整備

資金貸付制度取扱要領第１０

の３）

○

６ 多極

分散型

国土形

成促進

法の施

行に関

する事

務

１ 振興拠点地域基本構想の

作成及び協議（第７条第１

項）

○

２ 関係市町に対する協議

（第７条第４項、第１０条第

２項）

○

３ 振興拠点地域基本構想の

公表（第８条第３項、第１０

条第２項）

○

４ 振興拠点地域基本構想の

変更及び変更協議（第１０条

第１項）

○

７ 離島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び

変更（第４条第１項、第５

項、第９項）

○

２ 離島振興計画案の提出の

要求（第４条第３項、第９

項）

○

８ 過疎

地域自

立促進

特別措

置法の

施行に

関する

事務

１ 過疎地域自立促進方針の

作成（第５条）

○

２ 過疎地域自立促進市町村

計画の作成及び変更につい

ての協議（第６条第４項、

第７項）

○

３ 過疎地域自立促進県計画

の作成（第７条第１項、第

４項）

○

４ 過疎地域自立促進県計画

の変更（第７条第１項、第

４項、第５項）

○

９ 半島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 半島振興対策実施地域の

指定の申請（第２条第１

項）

○

２ 関係市町長に対する協議

（第２条第２項、第３条第

３項、第５項）

○

３ 半島振興計画の作成及び

協議（第３条第１項）

○

４ 半島振興計画の変更及び

変更協議（第３条第１項、

第５項）

○

１０ 防災

のため

の集団

移転促

１ 市町の集団移転促進事業

計画に関する意見の申出等

（第３条）

○

２ 市町の集団移転促進事業 ○
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進事業

に係る

国の財

政上の

特別措

置等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

の実施に関する助言、指導

等（第９条）

１１ 地方

拠点都

市地域

の整備

及び産

業業務

施設の

再配置

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 地方拠点都市地域の指

定、変更及び解除（第４条

第１項、第４項、第５条）

○

２ 主務大臣に対する協議

（第４条第２項、第５条第

２項）

○

３ 関係市町に対する協議

（第４条第３項、第５条第

２項）

○

４ 基本計画の同意及び変更

の同意（第６条第１項、第

７項、第７条）

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

交

通

対

策

課

１ 総合

交通対

策の総

合企画、

総合調

整及び

推進に

関する

事務

１ 総合交通対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ 総合交通計画の策定 ○

２ 太平

洋新国

土軸構

想の推

進に関

する事

務

１ 太平洋新国土軸構想の推

進

○

２ 豊予海峡ルートの建設推

進

○

３ 航空

に関す

る事務

１ 航空網の整備充実に関す

ること。

○

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

３１３



４ 空港

及び空

港周辺

地域の

整備推

進に関

する事

務

１ 空港の整備推進に関する

こと。

� 拡張整備の推進 ○

２ 空港周辺地域の整備推進

に関すること。

○

５ 松山

空港地

域活性

化構想

の推進

に関す

る事務

１ 松山空港地域活性化構想

に関すること。

� 実施計画の策定及び変

更

○

� 実施計画に基づく施策

の推進

○

２ 松山空港地域活性化推進

協議会に関すること。

○

６ 鉄道、

海上交

通運輸

その他

交通運

輸に関

する事

務

１ 新幹線鉄道の推進及び鉄

道網の整備推進

○

２ 海上交通運輸その他交通

運輸に関すること。

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

情

報

政

策

課

１ 高度

情報化

対策の

総合企

画、総

合調整

及び推

進に関

する事

務

１ 高度情報化対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ テレ

トピア

構想等

地域情

報化の

推進に

関する

事務

１ 推進計画の策定 ○

２ 推進体制の整備に関する

こと。

○

３ 行政

情報ネ

１ 行政情報ネットワークシ

ステムの開発

○

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

３１４



ットワ

ークシ

ステム

に関す

る事務

２ 行政情報ネットワークシ

ステムの管理及び運用

○

３ 行政情報ネットワークシ

ステムの安全対策

○

４ 情報

スーパ

ーハイ

ウェイ

に関す

る事務

１ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの開

発

○

２ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの管

理及び運用

○

３ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの利

用促進

○

４ 情報スーパーハイウェイ

ネットワークシステムの安

全対策

○

５ 地方

自治情

報セン

ターに

関する

事務

１ 地方自治情報センターと

の連絡協調

○

６ 総合

行政ネ

ットワ

ークに

関する

事務

１ 総合行政ネットワークへ

の接続に関すること。

○

２ 総合行政ネットワークの

管理及び運用に関するこ

と。

○

７ 電子

申請シ

ステム

に関す

る事務

１ 電子申請システムの構築

に関すること。

○

２ 電子申請システムの管理

及び運用に関すること。

○

８ 文書

管理・

電子決

裁シス

テムに

関する

事務

１ 文書管理・電子決裁シス

テムの構築に関すること。

○

２ 文書管理・電子決裁シス

テムの管理及び運用に関す

ること。

○

９ 電子

署名に

係る地

方公共

団体の

認証業

務に関

する法

律の施

１ 署名検証者に関するこ

と。

� 失効情報等の提供に係

る取決めの締結（第１７条

第４項）

○

� 報告の徴収（第５６条第

２項）

○

２ 認証業務情報に関するこ

と。
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行に関

する事

務

� 安全確保措置（第２０条

第１項）

○

� 自己の認証業務情報の

開示等（第２９条第２項、

第３０条第２項）

○

� 自己の認証業務情報の

訂正等の請求の処理（第

３１条）

○

３ 指定認証機関に関するこ

と。

� 認証事務の委任及び委

任の解除（第３４条第１

項、第５０条）

○

� 電子証明書の発行手数

料及び失効情報の情報提

供手数料を収受させるこ

との決定並びにそれらの

額の承認（第３４条第４項

から第６項まで）

○

� 指示（第４６条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検

査（第４７条第２項）

○

４ 運用規程の作成等（第５７

条）

○

１０ 汎用

コンピ

ュータ

システ

ムに関

する事

務

１ 汎用コンピュータの機種

決定

○

２ 汎用コンピュータシステ

ムの管理及び運用

○

３ 汎用コンピュータシステ

ムの利用の推進

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

文

化

・

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

１ 文化

振興の

企画調

整に関

する事

務

１ 文化振興の企画及び調整

に関すること。

○

２ 文化

事業及

びスポ

ーツ事

業に関

する事

務

１ 愛媛県文化・スポーツ賞

の決定に関すること。

○

２ 文化事業及びスポーツ事

業の共催及び後援に関する

こと。

� 新規のもの ○

� 継続のもの ○
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３ 文化事業及びスポーツ事

業における知事賞等の交付

の承諾に関すること。

� 新規のもの ○

� 継続のもの ○

３ 県民

総合文

化祭に

関する

事務

１ 県民総合文化祭の推進に

関すること。

○

４ 国民

文化祭

に関す

る事務

１ 国民文化祭への出演団体

の推薦に関すること。

○

５ スポ

ーツ振

興法の

施行に

関する

事務

１ スポーツの振興に関する

計画に関すること。

� 計画の策定（第４条第

３項）

○

� スポーツ振興審議会及

び教育委員会の意見聴取

（第４条第４項、第５

項）

○

６ スポ

ーツ・

レクリ

エーシ

ョン祭

に関す

る事務

１ 全国スポーツ・レクリエ

ーション祭への派遣選手の

決定に関すること。

○

２ 愛媛スポーツ・レクリエ

ーション祭の推進に関する

こと。

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

国

体

準

備

課

１ 第７２

回国民

体育大

会の開

催準備

に関す

る事務

１ 第７２回国民体育大会愛媛

県準備委員会に関するこ

と。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

２ 第７２回国民体育大会の競

技施設の調整に関するこ

と。

○

３ 第７２回国民体育大会の関

係機関等との連絡調整に関

すること。

○

４ その他第７２回国民体育大

会の開催準備に関するこ

と。

○
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別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

県

民

生

活

課

１～５

省略

６ 特定

商取引

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 報告の徴収及び立入検査

（第６６条第１項から第４項

まで、第６項、第６８条、政

令第１９条第１項から第３項

まで）

○

５ 省略

７～１４

省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

県

民

活

動

推

進

課

１～７

省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

県

民

生

活

課

１～５

省略

６ 特定

商取引

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 省略

７～１４

省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

県

民

活

動

推

進

課

１～７

省略

８ 情報

公開に

関する

事務の

総括に

関する

事務

１ 情報公開制度の決定に関

すること。

○

２ 情報公開制度についての

連絡調整に関すること。

○

３ 情報公開制度の広報に関

すること。

○

４ 情報公開制度に係る職員

の意識啓発に関すること。

○

５ その他情報公開の実施に

関すること。

○

９ 個人

情報保

護に関

する事

務の総

括に関

する事

務

１ 個人情報保護制度の決定

に関すること。

○

２ 個人情報保護制度につい

ての連絡調整に関するこ

と。

○

３ 個人情報保護制度の広報

に関すること。

○

４ 個人情報保護制度に係る

職員の意識啓発に関するこ

と。

○
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組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

循

環

型

社

会

推

進

課

１・２

省略

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 基本方針の策定又は変更

に係る環境大臣への意見の

具申（第５条の２第３項）

○

２ 廃棄物処理計画に関する

こと。

�・� 省略

� 多量排出事業者からの

産業廃棄物処理計画の受

理（第１２条第９項、第１２

条の２第１０項）

○

� 多量排出事業者からの

産業廃棄物処理計画の実

施状況の報告の受理（第

１２条第１０項、第１２条の２

第１１項）

○

� 多量排出事業者の産業

廃棄物処理計画及び実施

状況の公表（第１２条第１１

項、第１２条の２第１２項）

○

３ 第８条第４項に規定する

一般廃棄物処理施設に関す

ること。

�～� 省略

５ 住民の支援に関すること

（個人情報の保護に関する

法律第１２条）。

○

６ その他個人情報保護の実

施に関すること。

○

１０ 知事

の資産

等の公

開に関

する事

務

１ 知事の資産等公開制度の

決定に関すること。

○

２ その他知事の資産等公開

制度の実施に関すること。

○

１１ 行政

資料室

に関す

る事務

１ 行政資料室の管理運営に

関すること。

○

１２ 情報

提供に

関する

事務

１ 情報提供施策の企画及び

推進

○

２ 情報提供の実施に関する

こと。

○

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

循

環

型

社

会

推

進

課

１・２

省略

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 廃棄物処理計画に関する

こと。

�・� 省略

� 多量排出事業者からの

産業廃棄物処理計画の受

理（第１２条第７項、第１２

条の２第８項）

○

� 多量排出事業者からの

産業廃棄物処理計画の実

施状況の報告の受理（第

１２条第８項、第１２条の２

第９項）

○

� 多量排出事業者の産業

廃棄物処理計画及び実施

状況の公表（第１２条第９

項、第１２条の２第１０項）

○

２ 第８条第４項に規定する

一般廃棄物処理施設に関す

ること。

�～� 省略
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� 維持管理積立金の額の

算定及び通知（第８条の

５第４項、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施

行規則（以下この部にお

いて「省令」という。）

第４条の９第２項、第４

条の１０第２項）

○

� 許可の取消し、改善命

令及び使用停止命令（第

９条の２第１項、第９条

の２の２第１項、第２

項）

○

� 一般廃棄物処理施設設

置許可証の再交付（廃棄

物の処理及び清掃に関す

る法律施行細則（以下こ

の部において「規則」と

いう。）第４条）

○

� 一般廃棄物処理施設設

置許可証の返還の受理

（規則第５条）

○

４ 熱回収施設設置者に関す

ること。

� 認定（第９条の２の４

第１項、第１５条の３の３

第１項、省令第１２条の１１

の１０）

○

� 認定の更新（第９条の

２の４第２項、第１５条の

３の３第２項、省令第１２

条の１１の１０）

○

� 認定の取消し（第９条

の２の４第５項、第１５条

の３の３第５項）

○

� 熱回収施設の廃止、休

止、再開、変更等の届出

の受理（廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行

令（以下この部において

「政令」という。）第５

条の５、第７条の４）

○

	 熱回収に関する報告書

の受理（省令第５条の５

の１１第１項、第１２条の１１

の１１）

○


 熱回収施設設置者認定

証の再交付（規則第４

条）

○

� 維持管理積立金の額の

算定及び通知（第８条の

５第４項

）

○

� 許可の取消し、改善命

令及び使用停止命令（第

９条の２、第９条の２の

２

）

○
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� 熱回収施設設置者認定

証の返還の受理（規則第

５条）

○

５ 省略

６ 第１５条第４項に規定する

産業廃棄物処理施設に関す

ること。

� 設置及び変更の許可

（第１５条第１項、第１５条

の２の６第１項、省令第

１２条の５）

○

� 許可の申請があつた場

合における告示及び縦覧

（第１５条第４項、第１５条

の２の６第２項）

○

� 関係市町長の意見の聴

取（第１５条第５項、第１５

条の２の６第２項）

○

� 利害関係者の意見書の

受理（第１５条第６項、第

１５条の２の６第２項）

○

� 専門的知識を有する者

の意見の聴取（第１５条の

２第３項、第１５条の２の

６第２項）

○

� 使用前検査（第１５条の

２第５項、第１５条の２の

６第２項）

○

� 維持管理積立金の額の

算定及び通知（第８条の

５第４項、第１５条の２の

４、省令第１２条の７の７

第２項、第１２条の７の８

第２項）

○

� 許可の取消し、改善命

令及び使用停止命令（第

１５条の２の７、第１５条の

３）

○

	 省略


 県警察本部長の意見の

受理（第２３条の４）

○

� 産業廃棄物処理施設設

置許可証の再交付（規則

第４条）

○

� 産業廃棄物処理施設設

置許可証の返還の受理

（規則第５条）

○

７ 廃棄物処理センターに関

すること。

３ 省略

４ 第１５条第４項に規定する

産業廃棄物処理施設に関す

ること。

� 設置及び変更の許可

（第１５条第１項、第１５条

の２の５第１項

）

○

� 許可の申請があつた場

合における告示及び縦覧

（第１５条第４項、第１５条

の２の５第２項）

○

� 関係市町長の意見の聴

取（第１５条第５項、第１５

条の２の５第２項）

○

� 利害関係者の意見書の

受理（第１５条第６項、第

１５条の２の５第２項）

○

� 専門的知識を有する者

の意見の聴取（第１５条の

２第３項、第１５条の２の

５第２項）

○

� 使用前検査（第１５条の

２第５項、第１５条の２の

５第２項）

○

� 維持管理積立金の額の

算定及び通知（第８条の

５第４項、第１５条の２の

３

）

○

� 許可の取消し、改善命

令及び使用停止命令（第

１５条の２の６、第１５条の

３）

○

	 省略

５ 廃棄物処理センターに関

すること。
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� 事業計画、収支予算

書、事業報告書及び収支

決算書の受理（第１５条の

８、第１５条の１６、政令

第１３条）

○

�・� 省略

８ 省略

９ 監督に関すること。

� 省略

� 措置命令（第１９条の４

第２項、第１９条の５、第

１９条の６、第１９条の１０）

○

� 省略

� 支障の除去等の措置に

要した費用の徴収（第１９

条の８第２項から第４項

まで、第６項）

○

� 省略

１０ 廃棄物再生事業者に関す

ること。

�～� 省略

� 廃棄物再生事業者登録

証明書の再交付（規則第

４条）

○

� 廃棄物再生事業者登録

証明書の返還の受理（規

則第５条）

○

１１ 一般廃棄物又は産業廃棄

物の無害化処理施設設置者

の認定に係る環境大臣への

意見の具申（第８条第５

項、第９条の１０第８項、第

１５条第５項、第１５条の４の

４第３項）

○

４～８

省略

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

薬

務

衛

１ 薬事

法の施

行に関

１～５ 省略

６ 医薬品（薬局製造販売医

薬品を除く。）、医薬部外

� 事業計画、収支予算

書、事業報告書及び収支

決算書の受理（第１５条の

８、第１５条の１６、廃棄物

の処理及び清掃に関する

法律施行令（以下この部

において「政令」とい

う。）第１３条）

○

�・� 省略

６ 省略

７ 監督に関すること。

� 省略

� 措置命令（第１９条の４

第２項、第１９条の５、第

１９条の６、第１９条の１０）

○

� 省略

� 支障の除去等の措置に

要した費用の徴収（第１９

条の８第２項から第４項

まで、第６項）

○

� 省略

８ 廃棄物再生事業者に関す

ること。

�～� 省略

４～８

省略

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

薬

務

衛

１ 薬事

法の施

行に関

１～５ 省略

６ 医薬品（薬局製造販売医

薬品を除く。）、医薬部外
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生

課

する事

務

品、化粧品及び医療機器の

製造販売業又は製造業に関

すること。

�～� 省略

� 政令第７１条で定める期

間を経過するごとに行う

製造管理及び品質管理の

方法の基準適合性の調査

（第８０条第１項、第８１

条、政令第２３条、第７１

条、第７３条、第８０条第２

項）

○

�～� 省略

� 適合性調査台帳の備付

け（第８１条、政令第２４条

第１項、第８０条第２項）

○

� 省略

７ 医療機器の修理業に関す

ること。

�～� 省略

	 廃止、休止及び再開並

びに変更の届出の受理

（第１９条第２項、第４０条

の３、第８１条、政令第８０

条第２項、第８１条、省令

第１６条 第４項、第１９５条

第３項）


～� 省略

８ 省略

２～２４

省略

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

農

政

課

１～１６

省略

１７ 地域

資源を

活用し

１ 総合化事業計画（農地法

に係るものに限る。）に関

すること。

生

課

する事

務

品、化粧品及び医療機器の

製造販売業又は製造業に関

すること。

�～� 省略

� 政令第７１条で定める期

間を経過するごとに行う

製造管理及び品質管理の

方法の基準適合性の調査

（第８０条第１項、第８１

条、政令第２３条、第７１

条、第７３条、第８０条第２

項）

○

�～� 省略

� 省略

� 製造販売承認に係る申

請書記載事項の整備の届

出の受理（薬事法施行規

則等の一部を改正する省

令（平成１６年厚生労働省

令 第１１２号）附 則 第３

条）

○

７ 医療機器の修理業に関す

ること。

�～� 省略

	 廃止、休止及び再開並

びに変更の届出の受理

（第１９条第２項、第４０条

の３、第８１条、政令第８０

条第２項、第８１条、省令

第１６条 第４項、第１９５条

第３項）

○


～� 省略

８ 省略

２～２４

省略

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

農

政

課

１～１６

省略
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た農林

漁業者

等によ

る新事

業の創

出等及

び地域

の農林

水産物

の利用

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 農林水産大臣の認定及

び変更の認定の協議に対

する同意（第５条第７

項、第６条第４項）

○

� 農林水産大臣の認定及

び変更の認定についての

農業会議及び関係農業委

員会の意見聴取（地域資

源を活用した農林漁業者

等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の

利用促進に関する法律施

行令（以下この部におい

て「政令」という。）第

１条）

○

２ 研究開発・成果利用事業

計画に関すること。

� 主務大臣の認定及び変

更の認定の協議に対する

同意（第７条第５項、第

８条第４項）

○

� 主務大臣の認定及び変

更の認定についての農業

会議及び関係農業委員会

の意見聴取（政令第１

条）

○

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

ブ

ラ

ン

ド

戦

略

課

１ 省略

２ 米穀

等の取

引等に

係る情

報の記

録及び

産地情

報の伝

達に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 報告の徴収及び立入検査

（第１０条第１項、第１１条第

１１項、米穀等の取引等に係

る情報の記録及び産地情報

の伝達に関する法律施行令

（以下この部において「政

令」という。）第７条第１

項第３号、第４号）

○

２ 農林水産大臣への報告

（政令第７条第４項）

○

３ 情報の記録及び産地情報

の伝達に関する事務

○

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

ブ

ラ

ン

ド

戦

略

課

１ 省略
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３ 省略

４ 省略

備考 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

室

長

担

い

手

・

農

地

保

全

対

策

室

１～５

省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

漁

政

課

１ 水産

行政の

総合的

な企画

及び調

整に関

する事

務

１ 省略

２ 水産

業協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 水産業協同組合の指導に

関すること。

� 水産業協同組合の定款

の変更の認可（第４８条第

２項、第３項、第６５条第

１項、第８６条第２項、第

９２条第３項）

○

� 水産業協同組合の設

立、解散の議決及び合併

の認可並びに設立認可の

取消し（第１７条の１５第５

項、第６３条第１項、第６５

条第１項、第６６条の２、

第６８条第２項、第３項、

第６９条第２項、第３項、

第８６条第３項、第４項、

第９１条第２項、第３項、

第９２条第４項、第５項）

○

２ 省略

３ 省略

備考 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

室

長

担

い

手

対

策

推

進

室

１～５

省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

漁

政

課

１ 水産

行政の

総合的

な企画

及び調

整に関

する事

務

１ 省略

２ 水産振興協議会の開催 ○

２ 水産

業協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 水産業協同組合の指導に

関すること。

� 水産業協同組合の定款

の変更の認可（第４８条第

２項、第３項、第６５条第

１項、第８６条第２項、第

９２条第３項）

○

� 水産業協同組合の設

立、解散の議決及び合併

の認可（第６４条

、

第６８条第２項 、

第６９条第２項

）

○
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� 水産業協同組合の設立

等に関する報告書の提出

の要求（第４８条第３項、

第６３条第２項、第６８条第

３項、第６９条第３項、第

８６条第２項から第４項ま

で、第９１条第３項、第９２

条第３項から第５項ま

で）

○

� 水産業協同組合の設立

の認可等に関する証明

（第４８条第３項、第６５条

第２項、第５項、第６８条

第３項、第６９条第３項、

第８６条第２項から第４項

まで、第９１条第３項、第

９２条第３項から第５項ま

で、第１２０条、商業登記

法第２５条第３項）

○

� 水産業協同組合の定款

の変更の届出の受理（第

４８条第４項、第８６条第２

項、第９２条第３項）

○

� 水産業協同組合の解散

の届出の受理（第６８条第

５項、第８６条第４項、第

９１条第５項）

○

� 水産業協同組合の一時

役員等の選任又は総会の

招集（第４３条、第４７条の

６第１項、第２項、第８６

条第２項、第９２条第３

項）

○

� 監事からの報告の受理

（第８４条の２第３号）

○

� 水産業協同組合の信用

事業規程等の認可及び認

可の取消し（第１１条の２

第１項、第１１条の４第１

項、第１５条の２第１項、

第８７条の２第１項、第９２

条第１項、水産業協同組

合法施行令（以下この部

において「政令」とい

う。）第３条第２項）

○

� 水産業協同組合の信用

事業規程等の変更又は廃

止の認可（第１１条の２第

１項、第１１条の４第３

項、第１５条の２第２項、

第８７条の２第１項、第９２

条第１項）

○

� 水産業協同組合の仮理

事 の選任又は総会の

招集（第４３条、第４７条の

６第１項、第２項、第８６

条 第２項、第９２条 第３

項）

○

� 水産業協同組合の信用

事業規程等の認可（び認

可の取消し（第１１条の２

第１項、第１１条の４第１

項、第１５条の２第１項、

第８７条の２第１項、第９２

条第１項、水産業協同組

合法施行令（以下この部

において「政令」とい

う。）第３条第２項）

○

� 水産業協同組合の信用

事業規程等の変更又は廃

止の認可（第１１条の２第

１項、第１１条の４第３

項、第１５条の２第２項、

第８７条の２第１項、第９２

条第１項）

○
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� 水産業協同組合の信用

事業規程等の変更又は廃

止の届出の受理（第１１条

の４第４項、第１５条の２

第３項、政令第３条第３

項）

○

� 信用事業方法書の設

定、変更又は廃止の届出

の受理（漁業協同組合等

の信用事業等に関する命

令（以下この部において

「信用事業命令」とい

う。）第５条第４項）

○

� 信用事業実施組合の地

方公共団体等に対する貸

付けの最高限度の認可

（第１１条の５）

○

� 信用事業実施組合及び

子会社等の同一人に対す

る信用供与等限度額等に

係る特例の承認（第１１条

の１１第１項ただし書、第

２項）

○

� 信用事業実施組合又は

共済事業実施組合による

特定関係者等との取引等

の承認（第１１条の１２ただ

し書）

○

� 信用事業実施組合、共

済事業実施組合等による

特定事業会社である国内

の会社の議決権に係る特

例の承認（信用事業命令

第３４条第１項第１１号）

○

� 信用事業実施組合又は

共済事業実施組合による

特定事業会社である国内

の会社の基準議決権数超

過取得の承認（第１７条の

１５第２項ただし書）

○

� 代表理事及び常勤役員

等の兼職又は兼業の認可

（第３４条の５第１項ただ

し書）

○

	 信用事業の譲渡等の認

可（第１７条の１５第５項、

第５４条の２第３項）

○


 信用事業の譲渡の届出

の受理（第５４条の２第７

項）

○

� 代表理事及び常勤役員

等の兼職又は兼業の認可

（第３５条の２第１項

）

○
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� 水産業協同組合の漁業

の経営の条件を欠く旨の

届出の受理（第１７条第４

項）

○

� 漁業生産組合の清算結

了の届出の受理（第８５条

の１０）

○

� 水産業協同組合の不祥

事件等に関する届出の受

理（第１２６条 の２第３号

から第５号まで、第１２

号）

○

� 業務報告書等の受理

（第５８条の２第１項、第

２項、水産業協同組合法

施行規則（以下この部に

お い て「省 令」と い

う。）第２２５条第１項）

○

� 業務報告書等の提出及

び縦覧書類の縦覧の開始

の延期の承認（省令第

２０５条第７項、第２２５条第

４項、信用事業命令第４９

条第２項）

○

２ 水産業協同組合の監督処

分に関すること。

� 報告の徴収（第１２２条

第１項、第２項、第１２７

条第１５項、政令第３０条第

１項）

○

� 水産業協同組合の業務

又は会計の状況の検査

（第１２３条第１項から第

５項まで、第１２７条第１５

項、政令第３０条第１項）

○

� 水産業協同組合に対す

る監督上必要な措置命令

（第１２３条の２第１項、

第２項）

○

	 水産業協同組合の法令

等の違反に対する措置命

令及び認可の取消し（第

１２４条、第１２７条第１５項、

政令第３０条第１項）

○


 主務大臣への報告（政

令第３０条第３項、第５

項）

○

� 水産業協同組合に対す

る解散命令（第１２４条の

２、第１２４条 の３第１

項）

○

２ 水産業協同組合の監督処

分に関すること。

� 水産業協同組合の業務

又は会計の状況の検査

（第１２３条第１項から第

５項まで、第１２７条第１５

項、政令第３０条第１項）

○

� 水産業協同組合に対す

る監督上必要な措置命令

（第１２３条の２第１項、

第２項）

○

� 水産業協同組合に対す

る解散命令（第１２４条の

２、第１２４条 の３第１

項）

○
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� 解散命令に伴う登記の

嘱託（第１１７条第２項）

○

� 水産業協同組合の決

議、選挙、当選及び専用

契約の取消し（第５１条の

２第７項、第５２条第６

項、第９２条第３項、第

１２５条第１項、第２項、

第１２６条）

○

� 漁業生産組合の解散等

についての裁判所への意

見の陳述（第８５条の９第

４項）

○

� 県警察本部長の意見の

聴取（第１２７条の５）

○

� 県警察本部長からの意

見 の 受 理（第１２７条 の

６）

○

３～１２

省略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

道

路

建

設

課

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

備考 この表５の部の適用については、同表決裁区分の欄中

「課長」とあるのは、「高速道路推進監」とする。

� 水産業協同組合の決

議、選挙、当選及び専用

契約の取消し（第１２５条

の２第７項、第５２条第６

項、第９２条 第３項、第

１２５条 第１項、第２項、

第１２６条）

○

３～１２

省略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

道

路

建

設

課

１ 省略

２ 定住

圏基幹

道路の

整備に

関する

事務

１ 道路の指定（愛媛県定住

圏基幹道路の整備に関する

条例（以下この部において

「条例」という。）第２条

第１項）

○

２ 道路の指定に係る市町長

の意見聴取（条例第２条第

２項）

○

３ 実施計画の策定（条例第

４条第１項）

○

４ 実施計画の変更 ○

５ 実施計画及び実施につい

ての市町長との協議（条例

第４条第３項）

○

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

備考 この表６の部の適用については、同表決裁区分の欄中

「課長」とあるのは、「高速道路推進監」とする。
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組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

都

市

計

画

課

１～１２

省略

１３ 地域

資源を

活用し

た農林

漁業者

等によ

る新事

業の創

出等及

び地域

の農林

水産物

の利用

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 総合化事業計画（都市計

画法に係るものに限る。）

に関すること。

� 農林水産大臣の認定及

び変更の認定の協議に対

する同意（第５条第８

項、第６条第４項）

○

１４ 省略

１５ 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１～６

省略

７ 宅地

建物取

引業法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 宅地建物取引主任者資格

登録に関すること。

�～� 省略

� 省略

５～９ 省略

８～１９

省略

第２条 愛媛県庁事務決裁規程の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

都

市

計

画

課

１～１２

省略

１３ 省略

１４ 省略

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１～６

省略

７ 宅地

建物取

引業法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 宅地建物取引主任者資格

登録に関すること。

�～� 省略

� 死亡等の届出の受理

（第２１条）

○

� 省略

５～９ 省略

８～１９

省略

愛 媛 県 報平成２３年４月１日 第２２５５号

３３０


